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平成 22 年 

労働環境等調査結果 
栃木県産業労働観光部労働政策課 

平成 23 年３月まとめ 

 調 査 要 領                           

１ 調 査 目 的  
県内の事業所に雇用される常用労働者（①期間を定めずに、又は１か月を超える期間を定めて雇

われている者、又は②臨時又は日雇労働者で、調査日前の２ヶ月の各月にそれぞれ１８日以上雇わ

れた者）の労働環境等の実態を明らかにし、労働行政推進上の基礎資料とするとともに、企業にお

ける労働条件の改善及び労使関係の安定に資することを目的とする。 
 

２ 調査基準日  平成 22 年９月 30 日 
 
３ 調 査 期 間  平成 22 年 10 月１日～31 日 
 
４ 調査対象事業所  

日本標準産業分類（第 12 回改訂：平成 19 年 11 月）に基づく 13 産業分類【①建設業、②製造業、

③運輸業，郵便業、④卸売業，小売業、⑤金融業，保険業、⑥不動産業，物品賃貸業、⑦学術研究，

専門・技術サービス業、⑧宿泊業，飲食サービス業、⑨生活関連サービス業，娯楽業、⑩教育，学

習支援業、⑪医療，福祉、⑫複合サービス事業、⑬サービス業（他に分類されないもの）】に属する

常用労働者 10 名以上の県内の 2,000 事業所。 
 

５ 集計事業所数  932 事業所（回収：966 事業所／回収率 48.3％） 
調査対象 2,000 事業所のうち、966 事業所から回答があり、このうち回答時に常用労働者が 10

人未満の事業所等を除いて、有効回答数 932 事業所（有効回答率 96.5%）について集計を行った。 
集計対象事業所の産業分類別・企業規模別の内訳は次のとおりである。 
 

10～29人

44.4%

30～99人

22.7%

100～299人

13.3%

300人以上

19.5%

企業規模別集計事業所の割合



 
                産業分類別集計事業所の割合 

                                                                                        （社） 

区   分 10～29 人 30～99 人 100～299 人 300 人以上 合 計 

建設業 72   8  6  5     91 
製造業 82  51  34  30  197 
運輸業、郵便業 25  25  10  10 70 
卸売業、小売業 71  38  27  59 195 
金融業、保険業 4  1  5  20 30 
不動産業、物品賃貸業 3  3  0  0 6 
学術研究、専門･技術サービス業 16  6  1  1 24 
宿泊業、飲食サービス業 26  18  7  16 67 
生活関連サービス業、娯楽業 18  7  3  3 31 
教育、学習支援業 15  12  4  3 34 
医療、福祉 51  28  17  7 103 
複合サービス事業 4  3  1  5 13 
サービス業（他に分類されないもの） 27  12  9  23 71 
（集計対象事業所） 小  計 414  212  124  182 932 

集計対象外  34 

合  計 966 

※ 集計対象外・・・回答時に常用労働者が 10 人未満の事業所等 

建設業

9.8%

製造業

21.1%

運輸業、郵便業

7.5%

卸売業、小売業

20.9%

金融業、保険業

3.2%

不動産業、物品

賃貸業 0.6%

学術研究、専門･技術

サービス業 2.6%

宿泊業、飲食

サービス業 7.2%

生活関連サービス

業、娯楽業 3.3%

教育、学習支援業

3.6%

医療、福祉

11.1%

複合サービス事業

1.4%

サービス業（他に分

類されないもの）

7.6%



６ 調 査 方 法  郵送により通信調査、自計申告方式 
 
７ 調 査 項 目  調査項目は以下のとおりである。 
 (1) 事業所の現況 
   ア 企業・事業所の名称、所在地、本社等･単独事業所･支社･事業所等の別 
   イ 従業員企業規模 
   ウ 主な産業分類 
  (2) 事業所の労働者数 
   ア 事業所の常用労働者及び臨時労働者数（就業形態別労働者数）の男女別 
   イ 業務請負の利用状況 
  (3) 定年制の取組み状況 
   ア 定年制の有無 
   イ 高年齢者雇用確保措置の有無及び対応状況 
     ウ 高年齢者雇用確保措置の実施状況 
   エ 継続雇用制度の導入後の賃金 
  (4) 育児休業制度の取組み状況 
     ア 育児休業制度の有無及び利用状況 
     イ 育児休業制度利用者の取得日数 
     ウ 育児休業者の代替対応の状況 
   エ その他支援制度の状況 

オ 育児休業制度の規定無の理由 
 (5) 介護休業制度の取組み状況 
     ア 介護休業制度の有無及び利用状況 
     イ 介護休業制度利用者の取得日数 
     ウ 介護休業者の代替対応の状況 
   エ その他支援制度の状況 

オ 介護休業制度の規定無の理由 
 (6) 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の取組み状況 
   ア 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況 
   イ 労働時間等の労使の話し合いの機会の設置状況 
   ウ 年次有給休暇の取得状況 
   エ 特別休暇（有給）制度の導入状況 
   オ 週労働時間 60 時間以上の労働者の状況 
    カ 短時間正社員制度の取組み状況 
   キ 短時間正社員制度の実績及び活用状況 
   ク 心の健康対策（メンタルヘルス）の取組み状況 
 (7) 労働相談の状況 
 (8)  その他＊アンケート 事業所等が活用（利用）したいデータ及び報告書配付希望の有無 



８ 集 計 方 法  Excel による単純算術平均とした。 
 
９ 調査結果利用法の注意   
 (1) 記号の説明：「－」・・・皆無 
 (2) 調査対象事業所の交替により、数値の時系列比較については整合しない場合がある。 
(3) 本文中各表の構成比は、小数点第 2 位を四捨五入して算出しているため、合計は必ずしも 100.0％ 

にならない。 
(4) 「複数回答」と表示した項目は、当調査項目について２つ以上の回答を認めたものであり、特に 

表示がない場合は「単数回答」（１つのみ回答を認めたもの）である。 
(5) 設問が「単数回答」の場合、割合の分母は当設問の回答事業所数とする。 
(6)  設問が「複数回答」の場合、当設問の回答事業所数または総回答数を母数として割合を算出した 

ため、割合の合計は 100.0％にならない。 
(7) 集計事業所数については、個々の設問に回答をいただいた事業所の集計数であるため、調査項目 

により集計数が異なる場合がある。 
 
 



　　就業形態別雇用状況をみると、全体では「正社員」62.9% （対前年度比0.1%減）、「非正規社員」37.1% （対前年度
　比0.1%増）となっている。
　　非正規社員の内訳では「パートタイム労働者」が27.0% （対前年度比0.6%減）と最も高く、次いで「派遣社員」3.3%
　 (対前年度比0.8%増）の順になっている。｢パートタイム労働者」の内訳では「短時間パート」が18.9%と高い。
　　「正社員」の割合は、男性が76.8%（対前年度比1.0%減）に対して、女性が40.7%（対前年度比1.1%減）となっている。
　　「非正規社員」の割合は、男性が23.2%（対前年度比1.0%増）に対して、女性が59.3%（対前年度比1.1%増）となって
　いる。
　　企業規模別にみると、「正社員」の場合、「30～99人」の事業所が65.3%と最も高く、一方で「非正規社員」の場合、
　「100～299人」、「300人以上」の事業所がともに37.9%となっている。
　　産業別にみると、「正社員」の場合、「金融業・保険業」が86.1%と最も高く、一方で「非正規社員」の場合、「宿泊業、
　飲食サービス」が69.0%と最も高くなっている。

　表 １　　就業形態別雇用状況　　【全体】

フルタイ
ムパート

短時間
パート

契約社
員

嘱託社
員

出向社
員

派遣社
員

臨時的
労働者

その他

社 人 % % % % % % % % % %

932 51,258 62.9 37.1 8.1 18.9 1.8 2.1 0.9 3.3 1.4 0.6
(941) (48,708) (63.0) (37.0) (11.3) (16.3) (2.3) (1.9) (0.7) (2.5) (1.1) (1.0)

31,518 76.8 23.2 4.8 7.8 1.8 2.5 1.3 3.5 0.9 0.6
(28,703) (77.8) (22.2) (5.9) (6.9) (1.8) (2.3) (1.0) (2.4) (1.2) (0.8)
19,740 40.7 59.3 13.3 36.6 1.8 1.5 0.2 3.1 2.0 0.8

(20,005) (41.8) (58.2) (19.1) (29.9) (3.0) (1.3) (0.2) (2.7) (0.9) (1.4)
10～29人 414 7,324 63.3

%
36.7

%
7.3

%
22.2

%
1.4

%
1.4

%
0.8

%
1.0

%
1.5

%
1.1

%30～99人 212 10,067 65.3
%

34.7
%

9.6
%

17.5
%

2.3
%

2.0
%

0.6
%

0.9
%

1.1
%

0.7
%100～299人 124 10,564 62.1

%
37.9

%
7.3

%
18.2

%
3.1

%
3.1

%
0.7

%
3.6

%
1.4

%
0.6

%300人以上 182 23,303 62.1
%

37.9
%

8.1
%

18.8
%

1.2
%

2.0
%

1.2
%

4.9
%

1.4
%

0.5
%建設業 91 3,772 84.8 15.2 5.2 1.6 2.7 2.0 0.6 0.2 1.7 1.2

製造業 197 15,501 71.5 28.5 8.0 8.7 1.3 2.3 1.6 6.3 0.1 0.3
運輸業・郵便業 70 3,385 60.0 40.0 5.6 25.4 1.6 3.2 0.7 3.0 0.3 0.1
卸売・小売業 195 7,493 61.8 38.2 6.1 25.2 1.6 2.0 0.4 0.7 1.3 0.9
金融業・保険業 30 1,400 86.1 13.9 5.1 4.6 1.1 0.8 0.8 1.1 0.1 0.3
不動産業・物品賃貸業 6 174 44.8 55.2 4.6 43.1 2.3 2.3 1.1 0.6 1.1 0.0
学術研究、専門・技術サービス 24 666 77.8 22.2 4.8 11.3 2.7 1.1 0.2 0.2 2.1 0.0
宿泊業、飲食サービス 67 2,612 31.0 69.0 5.3 51.6 4.6 1.4 1.3 0.4 2.8 1.5
生活関連サービス業、娯楽業 31 1,118 53.5 46.5 19.6 21.1 1.3 0.6 2.0 1.1 0.8 0.1
教育、学習支援業 34 1,273 57.7 42.3 4.5 17.7 10.7 2.0 0.3 0.2 2.7 4.2
医療、福祉 103 5,728 68.8 31.2 8.3 18.3 1.0 2.0 0.2 0.8 0.1 0.5
複合サービス事業 13 554 51.6 48.4 24.7 18.6 1.8 1.3 0.5 0.9 0.4 0.2
サービス業（他に分類されないもの） 71 7,582 41.2 58.8 12.3 30.9 0.8 2.5 0.9 6.2 4.7 0.4

（　　）は、平成２１年同調査結果

全　　体

企
業
規
模
別

男　　性

女　　性

産
業
別

　１　就業形態別雇用状況・・・「正社員」62.9％、「非正規社員」37.1％

区　　分
集計
事業
所数

集計労働
者数

正社員

非正規社員

正社員
62.9%

フルタイム

パート
8.1%

短時間

パート
18.9%

契約社員
1.8%

嘱託社員
2.1%

出向社員
0.9%

派遣

社員
3.3%

臨時的労働者
1.4%

その他
0.6%

就業形態別雇用状況

【全体】



　表 １－２　　就業形態別雇用状況　　【男性】

フルタ
イム
パート

短時間
パート

契約社
員

嘱託社
員

出向社
員

派遣社
員

臨時的
労働者

その他

社 人 % % % % % % % % % %

31,518 76.8 23.2 4.8 7.8 1.8 2.5 1.3 3.5 0.9 0.6

(28,703) (77.8) (22.2) (5.9) (6.9) (1.8) (2.3) (1.0) (2.4) (1.2) (0.8)
10～29人 414 4,293 75.4

%
24.6

%
5.0

%
11.0

%
1.3

%
2.0

%
1.1

%
1.2

%
1.8

%
1.1

%30～99人 212 5,982 77.2
%

22.8
%

6.9
%

7.0
%

2.7
%

2.9
%

0.9
%

1.0
%

1.0
%

0.5
%100～299人 124 6,462 76.9

%
23.1

%
4.6

%
7.9

%
2.8

%
2.5

%
1.1

%
3.1

%
0.3

%
0.9

%300人以上 182 14,781 77.0
%

23.0
%

4.0
%

7.1
%

1.1
%

2.5
%

1.7
%

5.3
%

1.0
%

0.3
%建設業 91 3,772 87.7 12.3 3.6 0.5 2.6 2.1 0.6 0.1 1.9 0.9

製造業 197 15,501 82.4 17.6 3.9 2.4 0.9 2.7 1.9 5.4 0.1 0.2

運輸業・郵便業 70 3,385 67.3 32.7 5.6 16.9 1.8 3.8 0.8 3.3 0.4 0.1

卸売・小売業 195 4,819 79.9 20.1 2.7 12.9 1.3 1.3 0.6 0.6 0.3 0.5

金融業・保険業 30 1,400 93.3 6.7 1.8 0.6 0.7 1.3 1.3 0.4 0.0 0.5

不動産業・物品賃貸業 6 174 60.4 39.6 3.8 22.6 0.0 7.5 3.8 0.0 1.9 0.0

学術研究、専門・技術サービス 24 666 83.7 16.3 5.0 4.4 3.2 1.6 0.2 0.0 1.8 0.0

宿泊業、飲食サービス 67 2,612 57.5 42.5 4.6 21.5 5.7 3.0 3.0 0.3 2.3 2.2

生活関連サービス業、娯楽業 31 1,118 67.3 32.7 15.2 10.8 0.6 0.9 2.8 1.5 0.7 0.1

教育、学習支援業 34 1,273 56.9 43.1 3.2 10.8 16.0 2.4 0.6 0.0 2.9 7.0

医療、福祉 103 5,728 78.4 21.6 5.7 10.0 1.7 2.5 0.4 0.8 0.1 0.3

複合サービス事業 13 554 72.2 27.8 17.2 1.8 3.7 2.6 1.1 0.4 0.7 0.4

サービス業（他に分類されないもの） 71 7,582 61.2 38.8 8.2 12.8 1.0 3.4 1.5 7.9 3.3 0.7

（　　）は、平成２１年同調査結果

　表 １－３　　就業形態別雇用状況　　【女性】
非正規社員

フルタ
イム
パート

短時間
パート

契約社
員

嘱託社
員

出向社
員

派遣社
員

臨時的
労働者

その他

社 人 % % % % % % % % % %

19,740 40.7 59.3 13.3
%

36.6
%

1.8
%

1.5
%

0.2
%

3.1
%

2.0
%

0.8
%(20,005) (41.8) (58.2) (19.1) (29.9) (3.0) (1.3) (0.2) (2.7) (0.9) (1.4)

10～29人 414 3,031 46.3
%

56.7 10.6
%

38.0
%

1.4
%

0.5
%

0.4
%

0.7
%

1.0
%

1.1
%30～99人 212 4,085 47.9

%
51.0 13.5

%
32.7

%
1.7

%
0.7

%
0.2

%
0.9

%
1.4

%
1.1

%100～299人 124 4,102 38.7
%

61.3 11.5
%

34.3
%

3.6
%

3.9
%

0.2
%

4.5
%

3.1
%

0.3
%300人以上 182 8,522 36.2

%
67.4 15.1

%
39.1

%
1.3

%
1.0

%
0.2

%
4.3

%
2.1

%
0.7

%建設業 91 562 68.3 31.7 14.4 8.2 3.2 1.1 0.5 0.9 0.7 2.7

製造業 197 4,191 42.0 58.0 18.8 25.7 2.5 1.1 0.6 8.5 0.0 0.7

運輸業・郵便業 70 597 26.0 74.0 5.2 65.5 1.0 0.2 0.2 1.8 0.0 0.2

卸売・小売業 195 2,674 29.2 70.8 12.1 47.2 2.2 3.4 0.0 0.8 3.2 1.8

金融業・保険業 30 582 75.9 24.1 9.8 10.1 1.7 0.0 0.0 2.1 0.3 0.0

不動産業・物品賃貸業 6 121 38.0 62.0 5.0 52.1 3.3 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0

学術研究、専門・技術サービス 24 230 66.5 33.5 4.3 24.3 1.7 0.0 0.0 0.4 2.6 0.0

宿泊業、飲食サービス 67 1,573 13.5 86.5 5.8 71.5 3.9 0.4 0.3 0.5 3.1 1.1

生活関連サービス業、娯楽業 31 442 32.4 67.6 26.2 36.9 2.3 0.2 0.7 0.5 0.9 0.0

教育、学習支援業 34 618 58.6 41.4 5.8 24.9 5.0 1.5 0.0 0.3 2.6 1.3

医療、福祉 103 4,383 65.8 34.2 9.1 20.9 0.8 1.8 0.1 0.8 0.1 0.6

複合サービス事業 13 281 31.7 68.3 32.0 34.9 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0

サービス業（他に分類されないもの） 71 3,486 17.7 82.3 17.2 52.2 0.6 1.4 0.2 4.2 6.4 0.2

（　　）は、平成２１年同調査結果

正社員

企
業
規
模
別

産
業
別

非正規社員

区　　分
集計事
業所数

集計労働
者数

正社員

企
業
規
模
別

産
業
別

集計労働
者数

区　　分
集計事
業所数

全　体　　【女性】
932

全　体　　【男性】
932

正社員
76.8%

非正規

社員
23.2%

就業形態別雇用状況 【男性】

正社員
40.7%

非正規

社員
59.3%

就業形態別雇用状況 【女性】



　　業務請負の利用状況をみると、「利用している」のは9.7%となっており、約９割の事業所で業務請負を利用
　していない。
　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「利用している」割合は高くなり「300人以上」では14.9%と
　なっている。
　　産業別にみると「利用している」においては、「製造業」が16.2%と最も高く、次いで「医療、福祉」13.7%となっ
　ている。
　　なお、「利用人数」は、全体で1,948人となっており、企業規模では「300人以上」が1,198人と最も多く、産業別
　では「製造業」が1,302人と最も多くなっている。

　表 ２　　業務請負の利用状況

利用人数

% 人 %

9.7 1,948 90.3
(11.4) (2,790) (88.6)

10～29人 4.9
%

279 95.1
%30～99人 12.0

%
321 88.0

%100～299人 14.2
%

150 85.8
%300人以上 14.9

%
1,198 85.1

%建設業 8.9
%

108 91.1
%製造業 16.2

%
1,302 83.8

%運輸業・郵便業 7.2
%

47 92.8
%卸売・小売業 5.1

%
109 94.9

%金融業・保険業 0.0
%

0 100.0
%不動産業・物品賃貸業 0.0

%
0 100.0

%学術研究、専門・技術サービス業 0.0
%

0 100.0
%宿泊業、飲食サービス業 13.6

%
124 86.4

%生活関連サービス業、娯楽業 10.0
%

9 90.0
%教育、学習支援業 8.8

%
12 91.2

%医療、福祉 13.7
%

196 86.3
%複合サービス事業 7.7

%
5 92.3

%サービス業（他に分類されないもの） 7.2
%

36 92.8
%（　　）は、平成２１年同調査結果

　２　業務請負の利用状況・・・「利用している」 9.7％

全　　体

企
業
規
模
別

産
業
別

利用している
区　　分 利用していない

利用している

9.7%

利用して

いない

90.3%

業務請負の利用状況



　　定年制について「定年年齢は６５歳以上または定年制を定めていない」についてみると、全体では23.2%と
　なっている。
　　企業規模別にみると、「10～29人」が39.0%と最も高く、次いで「30～99人」が17.5となっている。
　　産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」が44.8%と最も高く、次いで「建設業」33.0%となっている。

表 ３　　定年制について

定年年齢は６５歳以上
または定年制を定めて
いない

定年年齢を６５歳未満
で定めている

% %

23.2 76.8
〔6.9〕 〔93.1〕

10～29人 39.0
%

61.0
%30～99人 17.5

%
82.5

%100～299人 8.1
%

91.9
%300人以上 4.4

%
95.6

%建設業 33.0 67.0
製造業 13.8 86.2
運輸業・郵便業 22.9 77.1
卸売・小売業 22.1 77.9
金融業・保険業 0.0 100.0
不動産業・物品賃貸業 0.0 100.0
学術研究、専門・技術サービス業 25.0 75.0
宿泊業、飲食サービス業 44.8 55.2
生活関連サービス業、娯楽業 32.3 67.7
教育、学習支援業 32.4 67.6
医療、福祉 27.2 72.8
複合サービス事業 30.8 69.2
サービス業（他に分類されないもの） 15.5 84.5

〔　　〕は、厚生労働省「就労条件総合調査」（平成２２年）より　

産
業
別

　３　定年制について・・・

区　　分

企
業
規
模
別

全　　体

                      「定年年齢は６５歳以上または定年制を定めていない」 23.2％

定年年齢は６５

歳以上または

定年制を定めて

いない 23.2%

定年年齢を６５

歳未満で定めて

いる 76.8%

定年制について



　　高年齢者雇用確保措置についてみると、全体では「すでに実施している」が66.1%と最も高く、次いで「現在のとこ
　ろ、予定なし」20.3%となっている。
　　企業規模別にみると、「100～299人」が88.7%と最も高く、次いで「300人以上」82.3%となっている。
　　産業別にみると「すでに実施している」においては、「サービス業（他に分類されないもの）」が76.1%と最も高く
　次いで「製造業」74.7%となっている。

　表 ４　　高年齢者雇用確保措置について

すでに実施している
実施していないが、
現在検討中

現在のところ、予定
なし

% % %

66.1 13.6 20.3
(85.0) (15.0)

10～29人 50.4
%

16.3
%

33.3
%30～99人 69.5

%
15.2

%
15.2

%100～299人 88.7
%

8.1
%

3.2
%300人以上 82.3

%
9.4

%
8.3

%建設業 58.2 16.5 25.3
製造業 74.7 12.9 12.4
運輸業・郵便業 68.6 15.7 15.7
卸売・小売業 68.0 8.2 23.7
金融業・保険業 70.0 16.7 13.3
不動産業・物品賃貸業 50.0 50.0 0.0
学術研究、専門・技術サービス業 54.2 25.0 20.8
宿泊業、飲食サービス業 56.7 14.9 28.4
生活関連サービス業、娯楽業 64.5 16.1 19.4
教育、学習支援業 42.4 21.2 36.4
医療、福祉 60.8 15.7 23.5
複合サービス事業 69.2 15.4 15.4
サービス業（他に分類されないもの） 76.1 7.0 16.9

（　　）は、平成１９年同調査結果

企
業
規
模
別

産
業
別

　４　高年齢者雇用確保措置について・・・「実施している」 66.1％

区　　分

全　　体

すでに実施

している

66.1%

実施していない

が、現在検討中

13.6%

予定なし

20.3%

高年齢者雇用確保措置について



　　高年齢者雇用確保措置の実施状況についてみると、全体では「『継続雇用制度』を導入し、段階的に上限
　年齢を引き上げ」が88.9%と最も高かった。
　　企業規模別にみると、「継続雇用制度」の導入においては「30～99人」以上の規模では9割以上の事業が
　制度を導入しており、「300人以上」が96.4%と最も高くなっている。
　　産業別にみると、「金融業・保険業」が「『継続雇用制度』を導入し、段階的に上限年齢を引き上げ」において
　100.0%となっている。
　　「継続雇用制度」の内容についてみると、「再雇用制度」が75.6%と最も高く、次いで「勤務延長制度」が17.0%
　となっている。

　表 ５　　高年齢者雇用確保措置の実施状況

「勤務延長制
度」がある

「再雇用制度」
がある

両方併用した制
度がある

% % % % % %

5.0 6.0 88.9 17.0
%

75.6
%

7.4
%(1.8) (14.1) (84.2)

10～29人 10.3
%

10.6
%

79.1
%

25.9
%

63.4
%

9.3
%30～99人 3.9

%
3.4

%
92.7

%
18.2

%
72.1

%
7.9

%100～299人 0.8
%

3.3
%

95.8
%

7.8
%

87.8
%

4.3
%300人以上 0.6

%
3.0

%
96.4

%
9.4

%
83.1

%
6.3

%建設業 5.9 7.4 85.3 28.1 59.6 12.3
製造業 2.4 3.5 94.1 16.5 77.8 5.7
運輸業・郵便業 1.7 0.0 98.3 22.8 66.7 10.5
卸売・小売業 4.1 4.7 91.2 11.9 82.8 5.2
金融業・保険業 0.0 0.0 100.0 3.8 92.3 3.8
不動産業・物品賃貸業 16.7 16.7 66.7 25.0 50.0 25.0
学術研究、専門・技術サービス業 5.3 10.5 84.2 12.5 87.5 0.0
宿泊業、飲食サービス業 14.6 8.3 77.1 19.4 72.2 8.3
生活関連サービス業、娯楽業 12.0 20.0 68.0 31.3 56.3 12.5
教育、学習支援業 4.8 9.5 85.7 16.7 72.2 11.1
医療、福祉 7.7 10.3 82.1 19.0 69.8 11.1
複合サービス事業 9.1 9.1 81.8 44.4 54.6 0.0
サービス業（他に分類されないもの） 3.4 5.1 91.5 7.4 87 5.6

（　　）は、平成１９年同調査結果
※「継続雇用制度の内容」の割合の分母＝当設問「継続雇用制度を導入し、段階的に上限年齢を引き上げ」の回答事業所数

産
業
別

企
業
規
模
別

区　　分

　　　　　　　 　　　「継続雇用制度」導入し、段階的に定年年齢引き上げ　88.9％

　５　高年齢者雇用確保措置の実施状況・・・

「継続雇用制度」の内容定年の定めを
廃止

定年年齢を段
階的に引き上

げ

全　　体

「継続雇用制度」
を導入し、段階
的に上限年齢を

引き上げ

　　　　　　　　　　　　　       　「継続雇用制度」の内容・・・「再雇用制度」　75.6％

「勤務延長制度」

がある

17.0%

「再雇用制度」がある

75.6%

両方併用した制度が

ある 7.4%

「継続雇用制度」の内容

定年の定め

を廃止5.0% 
定年年齢を段階的に

引き上げ 6.0% 

「継続雇用制度」を導入し、段

階的に上限年齢を引き上げ

88.9% 

高年齢者雇用確保措置の実施状況



　　「継続雇用制度」導入後の定年後の賃金についてみると、「定年時より下がる」が77.3%と最も高く、次いで

　「同じ」が12.9%となっている。

　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど「定年時より下がる」割合が高くなり、「300人以上」は91.2%

　となっているが、一方で「定年時より上がる」については「100～299人」が1.7%となっている。

　　産業別にみると「定年時より上がる」においては、「製造業」が1.8%と最も高く、一方「定年時より下がる」におい

　ては、「金融業・保険業」が92.3%と最も高くなっている。

　表 ６　　継続雇用制度の導入後の定年後の賃金について

定年時より上が
る

同じ
定年時より下が

る
未定

% % % %

0.5 12.9 77.3 9.4
〔0.9〕 〔82.8〕

10～29人 0.5
%

19.9
%

65.6
%

14.0
%30～99人 0.0

%
13.3

%
74.7

%
12.0

%100～299人 1.7
%

7.8
%

83.5
%

7.0
%300人以上 0.0

%
6.3

%
91.2

%
2.5

%建設業 0.0 9.4 85.8 4.7
製造業 1.8 12.6 78.4 7.2
運輸業・郵便業 1.7 32.8 63.8 1.7
卸売・小売業 0.0 6.6 86.8 6.6
金融業・保険業 0.0 3.8 92.3 3.8
不動産業・物品賃貸業 0.0 25.0 50.0 25.0
学術研究、専門・技術サービス業 0.0 6.3 56.3 37.5
宿泊業、飲食サービス業 0.0 15.8 65.8 18.4
生活関連サービス業、娯楽業 0.0 11.8 58.8 29.4
教育、学習支援業 0.0 5.6 83.3 11.1
医療、福祉 0.0 19.4 61.2 19.4
複合サービス事業 0.0 22.2 66.7 11.1
サービス業（他に分類されないもの） 0.0 11.1 83.3 5.6

〔　　〕は、厚生労働省「賃金事情等総合調査」（平成１９年）より
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　６　「継続雇用制度」導入後の定年後の賃金・・・「定年時より下がる」 77.3％
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77.3%

未定
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　 　 育児休業取得率　　男性 1.0％　　女性 92.7％　

　　育児休業制度の状況は、全体では「制度がある」が72.6％となっている。また、育児休業を利用できる対象者のうち、
　「男性の取得率」は1.0％であり、「女性の取得率」は92.7％となっている。
　　育児休業を取得したものの性別割合でみると、「女性」が98.8％と圧倒的に多い。
　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど育児休業制度があり、「300人以上」は98.4％となっている。
　　産業別にみると、「金融業・保険業」「不動産業・物品賃貸業」が100.0％となっている。

　表 ７　　育児休業制度の有無及び制度利用者の状況

% 人 人 % % % % %

72.6
%

404 358 1.0
%

92.7
%

1.2
%

98.8
%

27.4
%(74.2) (2.5) (87.8) (2.6) (97.4) (25.8)

10～29人 50.2
%

49 55 2.0
%

87.3
%

2.0
%

98.0
%

49.8
%30～99人 81.6

%
54 74 1.9

%
98.6

%
1.4

%
98.6

%
18.4

%100～299人 93.5
%

102 98 2.0
%

85.7
%

2.3
%

97.7
%

6.5
%300人以上 98.4

%
199 128 0.0

%
99.2

%
0.0

%
100.0

%
1.6

%建設業 56.0
%

37 11 0.0
%

90.9
%

0.0
%

100.0
%

44.0
%製造業 75.5

%
153 81 2.6

%
96.3

%
4.9

%
95.1

%
24.5

%運輸業・郵便業 65.7
%

32 4 0.0
%

100.0
%

0.0
%

100.0
%

34.3
%卸売・小売業 70.3

%
81 48 0.0

%
100.0

%
0.0

%
100.0

%
29.7

%金融業・保険業 100.0
%

13 20 0.0
%

100.0
%

0.0
%

100.0
%

0.0
%不動産業・物品賃貸業 100.0

%
1 1 0.0

%
100.0

%
0.0

%
100.0

%
0.0

%学術研究、専門・技術サービス 70.8
%

16 12 0.0
%

100.0
%

0.0
%

100.0
%

29.2
%宿泊業、飲食サービス 58.2

%
7 14 0.0

%
85.7

%
0.0

%
100.0

%
41.8

%生活関連サービス業、娯楽業 71.0
%

15 4 0.0
%

100.0
%

0.0
%

100.0
%

29.0
%教育、学習支援業 82.4

%
5 13 0.0

%
92.3

%
0.0

%
100.0

%
17.6

%医療、福祉 80.6
%

13 122 0.0
%

95.9
%

0.0
%

100.0
%

19.4
%複合サービス事業 84.6

%
5 4 0.0

%
100.0

%
0.0

%
100.0

%
15.4

%サービス業（他に分類されないもの） 81.4
%

26 24 0.0
%

95.8
%

0.0
%

100.0
%

18.6
%（　　）は、平成２１年同調査結果

※｢取得率」＝利用者数計／利用対象となった人数計×１００（％）

男性

取得した者の性別割合

女性

　７　育児休業制度の有無及び利用状況・・・「制度がある」　72.6％

区　　分　

育児休業制度がある

育児休
業制度
がない

企
業
規
模
別

産
業
別

男性

取 得 率

女性 男性 女性

利用対象となった人数

全　　体

育児休

業制度

が

ある

72.6%

育児休

業制度

が

ない

27.4%

育児休業制度の有無

男性

1.2%

女性

98.8%

育児休業取得者の性別割合



　　育児休業制度利用者の取得日数をみると、「男性」は「１ヵ月未満」が100.0％となっている。

　　一方、「女性」は「6ヶ月以上～12ヶ月未満」が56.6%と最も多く、次いで「3ヶ月～6ヶ月未満」、「12ヶ月～14ヶ月

　未満」がともに14.8％となっている。

　表 ８－１　　育児休業制度の利用期間　【男性】

利用者数 1ヶ月未満
1ヶ月～3ヶ
月未満

3ヶ月～6ヶ
月未満

6ヶ月～12ヶ
月未満

12ヶ月～
14ヶ月未満

14ヶ月以上

人 % % % % % %

4 100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%10～29人 1 100.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%30～99人 1 100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%100～299人 2 100.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%300人以上 0 - - - - - -

建設業 0 - - - - - -

製造業 4 100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%運輸業・郵便業 0 - - - - - -

卸売・小売業 0 - - - - - -

金融業・保険業 0 - - - - - -

不動産業・物品賃貸業 0 - - - - - -

学術研究、専門・技術サービス 0 - - - - - -

宿泊業、飲食サービス 0 - - - - - -

生活関連サービス業、娯楽業 0 - - - - - -

教育、学習支援業 0 - - - - - -

医療、福祉 0 - - - - - -

複合サービス事業 0 - - - - - -

サービス業（他に分類されないもの） 0 - - - - - -

　８　育児休業制度の利用期間・・・「男性」　1ヶ月未満　100.0％

企
業
規
模
別

　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　「女性」　6ヶ月以上～12ヶ月未満　56.6％

産
業
別

区　　分

全　　体

012345 0200

100.0%１ヶ月未満

１ヶ月～３ヶ月未満

３ヶ月～６ヶ月未満

６ヶ月～１２ヶ月未満

１２ヶ月～１４ヶ月未満

１４ヶ月以上

育児休業制度の取得日数内訳

【男性】



　表 ８－２　　育児休業制度の利用期間　　【女性】

利用者数 1ヶ月未満
1ヶ月～3ヶ
月未満

3ヶ月～6ヶ
月未満

6ヶ月～12ヶ
月未満

12ヶ月～
14ヶ月未満

14ヶ月以上

人 % % % % % %

332 1.5
%

3.9
%

14.8
%

56.6
%

14.8
%

8.4
%10～29人 48 4.2

%
8.3

%
14.6

%
39.6

%
18.8

%
14.6

%30～99人 73 0.0
%

2.7
%

15.1
%

61.6
%

17.8
%

2.7
%100～299人 84 2.4

%
3.6

%
9.5

%
59.5

%
16.7

%
8.3

%300人以上 127 0.8
%

3.1
%

18.1
%

58.3
%

10.2
%

9.4
%建設業 9 0.0

%
0.0

%
11.1

%
66.7

%
22.2

%
0.0

%製造業 77 2.6
%

5.2
%

11.7
%

41.6
%

26.0
%

13.0
%運輸業・郵便業 4 0.0

%
25.0

%
0.0

%
75.0

%
0.0

%
0.0

%卸売・小売業 36 5.6
%

11.1
%

16.7
%

41.7
%

16.7
%

8.3
%金融業・保険業 20 0.0

%
0.0

%
10.0

%
85.0

%
5.0

%
0.0

%不動産業・物品賃貸業 1 0.0
%

0.0
%

0.0
%

100.0
%

0.0
%

0.0
%学術研究、専門・技術サービス 12 0.0

%
8.3

%
0.0

%
75.0

%
16.7

%
0.0

%宿泊業、飲食サービス 12 0.0
%

0.0
%

16.7
%

41.7
%

33.3
%

8.3
%生活関連サービス業、娯楽業 4 0.0

%
0.0

%
25.0

%
0.0

%
0.0

%
75.0

%教育、学習支援業 12 0.0
%

8.3
%

8.3
%

50.0
%

16.7
%

16.7
%医療、福祉 118 0.8

%
1.7

%
20.3

%
62.7

%
8.5

%
5.9

%複合サービス事業 4 0.0
%

0.0
%

50.0
%

50.0
%

0.0
%

0.0
%サービス業（他に分類されないもの） 23 0.0

%
0.0

%
4.3

%
78.3

%
8.7

%
8.7

%

企
業
規
模
別

産
業
別

区　　分

全　　体

1.5%

3.9%

14.8%

56.6%

14.8%

8.4%

１ヶ月未満

１ヶ月～３ヶ月未満

３ヶ月～６ヶ月未満

６ヶ月～１２ヶ月未満

１２ヶ月～１４ヶ月未満

１４ヶ月以上

育児休業制度の取得日数内訳

【女性】



　　育児休業者の代替対応の状況をみると、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）」

　が43.4%と最も高く、次いで「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）」29.3%となってる。

　　企業規模別にみると、「同じ部門の他の課の社員で対応」の場合では「100～299人」が50.9%と最も高く、次いで

　「30～99人」が48.2%となっている。「未定」の場合では「10～29人」が38.9%と最も高い。

　　産業別にみると、「同じ部門の他の社員で対応」の場合、「複合サービス事業」が61.5%と最も高い。

　　一方、「未定」の場合では「宿泊業、飲食サービス」が35.8%と高くなっている。

　

　表 ９　　育児休業者の代替対応及び要員の配置状況　　【複数回答】

代替要員の補
充を行わず、
同じ部門の他
の社員で対応
した（する）

事業所内の他
の部門、他の
事業所から人
員を異動させ
た（させる）

派遣労働者や
アルバイトなど
を、代替要員と
して雇用した
（する）

その他 未定

% % % % %

43.4
%

22.2
%

29.3
%

3.5
%

25.8
%10～29人 36.1

%
9.7

%
23.5

%
3.1

%
38.9

%30～99人 48.2
%

17.9
%

26.7
%

3.1
%

24.6
%100～299人 50.9

%
31.9

%
37.9

%
7.8

%
12.1

%300人以上 46.3
%

43.4
%

37.1
%

1.7
%

12.6
%建設業 31.9

%
7.7

%
14.3

%
0.0

%
31.9

%製造業 43.4
%

21.4
%

20.9
%

3.1
%

18.9
%運輸業・郵便業 41.4

%
18.6

%
12.9

%
1.4

%
30.0

%卸売・小売業 32.3
%

25.1
%

33.8
%

0.5
%

20.0
%金融業・保険業 53.3

%
40.0

%
36.7

%
0.0

%
13.3

%不動産業・物品賃貸業 33.3
%

16.7
%

16.7
%

16.7
%

16.7
%学術研究、専門・技術サービス 50.0

%
4.2

%
20.8

%
4.2

%
20.8

%宿泊業、飲食サービス 19.4
%

10.4
%

25.4
%

0.0
%

35.8
%生活関連サービス業、娯楽業 29.0

%
25.8

%
29.0

%
0.0

%
29.0

%教育、学習支援業 35.3
%

11.8
%

32.4
%

11.8
%

17.6
%医療、福祉 38.8

%
14.6

%
25.2

%
13.6

%
19.4

%複合サービス事業 61.5
%

15.4
%

38.5
%

0.0
%

7.7
%サービス業（他に分類されないもの） 44.3

%
25.7

%
31.4

%
0.0

%
17.1

%※割合の分母＝当設問の回答事業所数

　９　育児休業者の代替対応の状況・・・「同じ部門の他の社員で対応」 43.4％

区　　分

企
業
規
模
別

産
業
別

全　　体

43.4%
22.2%

29.3%

3.5%

25.8%

代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）

事業所内の他の部門、他の事業所から人員を異動させた（させる）

派遣労働者やアルバイトなどを、代替要員として雇用した（する）

その他

未定

育児休業者の代替対応及び要員の配置



　　育児に関する支援制度の状況は、「支援制度がある」が74.2%となっており、育児休業制度がない一部の事業所
　でも支援制度を設けている。　　
　　支援制度の種類の内訳をみると、「勤務時間短縮制度」が70.3%と最も高く、次いで「所定外労働の免除」40.1%と
　なっている。
　　企業規模別でみると、企業規模が大きくなるほど育児休業制度があり、「300人以上」は95.5％となっている。
　　産業別でみると、「金融業・保険業」が100.0％となっている。

　表 10　　育児に関する支援制度の状況

勤務時
間短縮
制度

フレック
ス タイ
ム制度

始業・
終業時
刻の繰
上げ・
繰下げ

経費の
援助措
置

再雇用
制度

所定外
労働の
免除

転勤・配
置転換の
際の配慮

職業家
庭両立
推進者
の選任

配偶者
の出産
休暇制
度

子の看
護休暇
制度

事業所
内託児
所

育児休業
中の社員
に対する
賃金・手
当等の支
給

その他

% % % % % % % % % % % % % % %

74.2 70.3 10.9 39.1 2.0 7.2 40.1 15.4 3.5 23.5 37.2 0.6 4.1 4.8 25.8
(55.9)

%
(67.0)

%
(15.5)

%
(40.4)

%
(2.3)

%
(21.8)

%
(42.1)

%
(26.4)

%
(6.7)

%
(37.2)

%
(40.6)

%
(3.3)

%
(4.4)

%
(1.0)

%
(44.1)

%10～29人 52.3 61.3 10.8 32.5 2.1 6.2 26.3 6.7 0.5 12.4 19.6 0.0 4.1 4.1 47.7
30～99人 78.2 82.5 6.5 44.2 1.3 8.4 45.5 13.6 3.2 14.9 35.7 0.6 3.2 7.8 21.8
100～299人 90.1 79.8 10.1 44.0 0.0 4.6 45.9 16.5 5.5 22.0 45.9 0.0 1.8 1.8 9.9
300人以上 95.5 88.9

%
19.3

%
53.2

%
4.7

%
11.7

%
62.0

%
31.6

%
7.0

%
53.2

%
66.7

%
1.8

%
7.6

%
6.4

%
4.5

建設業 59.3
%

51.9
%

3.7
%

22.2
%

3.7
%

3.7
%

24.1
%

7.4
%

3.7
%

25.9
%

20.4
%

0.0
%

1.9
%

5.6
%

40.7
%製造業 76.5 70.0 16.0 39.3 0.7 7.3 34.7 12.7 2.0 23.3 36.0 0.0 2.0 4.7 23.5

運輸業・郵便業 72.9 64.7 11.8 27.5 3.9 7.8 37.3 11.8 0.0 15.7 23.5 0.0 15.7 3.9 27.1

卸売・小売業 73.3 76.2 9.1 41.3 0.7 4.9 44.8 19.6 6.3 30.8 43.4 0.0 4.9 3.5 26.7

金融業・保険業 100.0
%

83.3 16.7 56.7 10.0 13.3 66.7 20.0 0.0 46.7 46.7 0.0 6.7 13.3 0.0
不動産業・物品賃貸業 50.0 100.0

%
0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

学術研究、専門・技術サービス 79.2 52.6 5.3 36.8 0.0 0.0 21.1 15.8 0.0 26.3 36.8 0.0 0.0 5.3 20.8
宿泊業、飲食サービス 65.7 61.4 13.6 38.6 2.3 13.6 25.0 15.9 4.5 2.3 18.2 0.0 2.3 0.0 34.3
生活関連サービス業、娯楽業 71.0 63.6 4.5 36.4 0.0 18.2 31.8 22.7 0.0 9.1 31.8 0.0 4.5 9.1 29.0

教育、学習支援業 73.5 72.0 8.0 44.0 0.0 12.0 40.0 0.0 0.0 8.0 36.0 0.0 0.0 0.0 26.5

医療、福祉 81.6 75.0 9.5 39.3 3.6 2.4 48.8 16.7 6.0 9.5 46.4 4.8 3.6 3.6 18.4

複合サービス事業 76.9 50.0 20.0 40.0 0.0 40.0 20.0 10.0 0.0 40.0 40.0 0.0 10.0 0.0 23.1
サービス業（他に分類されないもの） 78.6

%
81.8

%
9.1

%
50.9

%
1.8

%
5.5

%
58.2

%
23.6

%
5.5

%
45.5

%
54.5

%
0.0

%
1.8

%
10.9

%
21.4

%（　　）は、平成２１年同調査結果
※「支援制度の種類」の割合の分母＝当設問「育児に関する支援制度がある」の回答事業所数

　10　育児に関する支援制度の状況・・・「支援制度がある」　74.2％

企
業
規
模
別

産
業
別

制度
はない

育児に関する支援制度がある

支援制度の種類　【複数回答】

区　　分

全　　体

70.3%10.9%

39.1%

2.0%

7.2%

40.1%

15.4%

3.5%

23.5%

37.2%

0.6%

4.1%

4.8%

勤務時間短縮制度

フレックス タイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

経費の援助措置

再雇用制度

所定外労働の免除

転勤・配置転換の際の配慮

職業家庭両立推進者の選任

配偶者の出産休暇制度

子の看護休暇制度

事業所内託児所

育児休業中の社員に対する賃金・手当等の支給

その他

育児に関する支援制度の種類

育児支

援制度

がある

74.2% 

育児支

援制度

は

ない

25.8%

育児に関する支援制度の有無



　　育児休業制度の規定がない理由について「育児休業制度を取得するような対象者がいない」が65.5%と最も高く、

　次いで「規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している」が26.7%であった。

　　企業規模別にみると、「10～29人」では「育児休業制度を取得するような対象者がいない」が71.4%と高かった一方

　で、「100～299人」では「規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している」が50.0%と高い。

　　産業別でみると、全体的に「育児休業制度を取得するような対象者がいない」が割合が高い業種が多い。

　表 11　　育児休業制度の規定がない理由　　【複数回答】

育児休業制度を
取得するような
対象者がいない

規定はないが、
法律に基づき取
得できるように
する、している

必要性を感じな
い、またはメリッ
トがない

規定を作る事務
手続きに手間が
かかる、難しい

その他

％ ％ ％ ％ ％

65.5
%

26.7
%

8.2
%

5.1
%

9.4
%10～29人 71.4

%
22.7

%
8.4

%
5.4

%
9.4

%30～99人 52.5
%

45.0
%

7.5
%

2.5
%

5.0
%100～299人 16.7

%
50.0

%
16.7

%
0.0

%
16.7

%300人以上 0.0
%

33.3
%

0.0
%

33.3
%

66.7
%建設業 70.0

%
27.5

%
5.0

%
5.0

%
10.0

%製造業 60.4
%

31.3
%

8.3
%

4.2
%

12.5
%運輸業・郵便業 50.0

%
50.0

%
8.3

%
8.3

%
8.3

%卸売・小売業 69.0
%

19.0
%

3.4
%

3.4
%

12.1
%金融業・保険業 - - - - -

不動産業・物品賃貸業 - - - - -
学術研究、専門・技術サービス 85.7

%
28.6

%
14.3

%
0.0

%
0.0

%宿泊業、飲食サービス 64.3
%

10.7
%

21.4
%

0.0
%

7.1
%生活関連サービス業、娯楽業 55.6

%
44.4

%
0.0

%
22.2

%
0.0

%教育、学習支援業 100.0
%

0.0
%

16.7
%

16.7
%

0.0
%医療、福祉 75.0

%
15.0

%
10.0

%
10.0

%
5.0

%複合サービス事業 100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%サービス業（他に分類されないもの） 46.2

%
53.8

%
7.7

%
0.0

%
15.4

%※割合の分母＝当設問の回答事業所数

　11　育児休業制度の規定がない理由・・・「対象者がいない」 65.5％

企
業
規
模
別

産
業
別

全　　体

区　　別

65.5%

26.7%

8.2%

5.1%

9.4%

育児休業制度を取得するような対象者がいない

規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している

必要性を感じない、またはメリットがない

規定を作る事務手続きに手間がかかる、難しい

その他

育児休業制度の規定がない理由



　　介護休業制度の状況は、全体では「制度がある」が62.4%％となっており、介護休業を取得した者の性別割合は
　「女性」が70%と多い。
　　企業規模別でみると、企業規模が大きくなるほど介護休業制度があり、「300人以上」は96.2％となっている。
　　産業別でみると、「金融業・保険業」が100.0％であり、次いで「サービス業（他に分類されないもの）」77.1%となっ
　ている。
　　取得した者の取得日数内訳をみると、「93日以下」が男女ともに多く、男性100.0％、女性66.7％となっている。

　表 12　　介護休業制度の状況　

93日以下
94日以上
6ヶ月未満 6ヶ月以上 93日以下

94日以上
6ヶ月未満 6ヶ月以上

% 人 % % % 人 % % % %
62.4 9 100.0 - - 21 66.7 19.0 14.3 37.6

(65.8) (34.2)

10～29人 35.4
%

1 100.0
%

- - 3 0.0 66.7
%

33.3
%

64.6
%30～99人 71.2

%
3 100.0

%
- - 4 75.0

%
0.0 25.0

%
28.8

%100～299人 87.9
%

1 100.0
%

- - 0 - - - 12.1
%300人以上 96.2

%
4 100.0

%
- - 14 78.6

%
14.3

%
7.1

%
3.8

%建設業 34.1 1 100.0
%

- - 1 0.0 100.0
%

0.0 65.9
製造業 62.4 4 100.0

%
- - 15 80.0

%
6.7

%
13.3

%
37.6

運輸業・郵便業 68.6 2 100.0
%

- - 1 0.0 0.0 100.0
%

31.4
卸売・小売業 62.1 0 - - - 0 - - - 37.9
金融業・保険業 100.0 0 - - - 0 - - - 0.0
不動産業・物品賃貸業 50.0 0 - - - 0 - - - 50.0
学術研究、専門・技術サービス業 62.5 0 - - - 0 - - - 37.5
宿泊業、飲食サービス業 52.2 0 - - - 0 - - - 47.8
生活関連サービス業、娯楽業 54.8 0 - - - 0 - - - 45.2
教育、学習支援業 61.8 0 - - - 0 - - - 38.2
医療、福祉 72.8 1 100.0

%
- - 4 50.0

%
50.0

%
0.0 27.2

複合サービス事業 61.5 1 100.0
%

- - 0 - - - 38.5
サービス業（他に分類されないもの） 77.1 0 - - - 0 - - - 22.9

（　　）は、平成２１年同調査結果

利用者数　【男性】　　（30.0%）

介護休業制度の取得状況

介護休業制度がある

企
業
規
模
別

産
業
別

　12　介護休業制度の有無及び利用状況・・・「制度がある」 62.4％

区　　分

　　　 取得日数内訳　「93日以下」　　男性　100.0％　　女性 66.7％

全　　体

介護休
業制度
がない

利用者数　【女性】　　（70.0%）

男性

30.0%
女性

70.0%

介護休業制度取得者の

性別割合

介護休

業制度

がある

62.4%

介護休

業制度

がない

37.6%

介護休業制度の有無



　　介護休業者の代替対応の状況をみると、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）」

　が44.5%と最も高く、次いで「派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）」23.8%となってる。

　　企業規模別にみると、「300人以上」では「同じ部門の他の社員で対応」が58.2%と最も高い一方で、「10～29人」

　では33.7%となっている。「未定」の場合では「10～29人」が48.7%と最も高い。

　　産業別にみると、「同じ部門の他の社員で対応」の場合、「金融業・保険業」が76.7%と最も高い一方で、「未定」

　の場合は「不動産業・物品賃貸業」が50.0%と最も高くなっている。

　表 13　　介護休業者の代替対応及び要員の配置状況　　　【複数回答】

代替要員の補
充を行わず、
同じ部門の他
の社員で対応
した（する）

事業所内の他
の部門、他の
事業所から人
員を異動させ
た（させる）

派遣労働者や
アルバイトなど
を代替要員と
して雇用した
（する）

その他 未定

% % % % %

44.5
%

23.0
%

23.8
%

1.3
%

34.3
%10～29人 33.7

%
10.0

%
18.7

%
1.3

%
48.7

%30～99人 45.5
%

23.0
%

20.9
%

0.5
%

34.8
%100～299人 51.4

%
30.3

%
33.9

%
2.8

%
19.3

%300人以上 58.2
%

41.2
%

29.4
%

1.2
%

18.2
%25.3

%
6.6

%
5.5

%
1.1

%
38.5

%39.1
%

22.3
%

14.7
%

2.0
%

22.8
%45.7

%
21.4

%
10.0

%
1.4

%
32.9

%32.8
%

23.6
%

30.3
%

0.0
%

26.2
%76.7

%
30.0

%
16.7

%
0.0

%
13.3

%33.3
%

16.7
%

0.0
%

0.0
%

50.0
%33.3

%
8.3

%
20.8

%
4.2

%
29.2

%22.4
%

13.4
%

25.4
%

0.0
%

41.8
%29.0

%
25.8

%
25.8

%
0.0

%
38.7

%32.4
%

11.8
%

20.6
%

2.9
%

32.4
%36.9

%
13.6

%
19.4

%
1.9

%
22.3

%46.2
%

15.4
%

7.7
%

0.0
%

38.5
%サービス業（他に分類されないもの） 47.1

%
22.9

%
27.1

%
0.0

%
22.9

%※割合の分母＝当設問の回答事業所数

不動産業・物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業

　13　介護休業者の代替対応の状況・・・「同じ部門の他の社員で対応」 44.5％

区　　分

企
業
規
模
別

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

全　　体

産
業
別

建設業

製造業

運輸業・郵便業

卸売・小売業

金融業・保険業

44.5%
23.0%

23.8%

1.3%

34.3%

代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）

事業所内の他の部門、他の事業所から人員を異動させた（させる）

派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）

その他

未定

介護休業者の代替対応及び要員の配置状況



　　介護に関する支援制度の状況は、「支援制度がある」が69.3%となっている。
　　支援制度の種類の内訳をみると、「勤務時間短縮制度」が72.3%と最も高く、次いで「始業・終業時刻の繰上げ・
　繰下げ」が38.2%、となっている。また「介護休暇制度の新設」が24.4%となっている。
　　企業規模別でみると、企業規模が大きくなるほど介護休業支援制度があり、「300人以上」は92.0％となっている。
　　産業別でみると、「金融業・保険業」が90.0%で最も高くなっている。

　表 14　　介護に関する支援制度の状況

勤務時
間短縮
制度

フレッ
クス タ
イム制
度

始業・終
業時刻の
繰上げ・
繰下げ

経費の
援助措
置

再雇用
制度

所定外
労働の
免除

転勤・
配置転
換の際
の配慮

職業家
庭両立
推進者
の選任

介護休業
中の社員
に対する
賃金・手
当等の支
給

介護休
暇制度
の新設

その他

% % % % % % % % % % % % %
69.3 72.3 10.8 38.2 1.2 7.1 38.0 15.3 4.3 4.8 24.4 4.0 30.7

(55.9) (54.2) (13.0) (31.4) (1.5) (16.1) (36.6) (23.0) (5.9) (2.7) - (1.0) (44.1)

10～29人 36.5
%

80.9
%

16.5
%

41.7
%

2.6
%

7.8
%

36.5
%

12.2
%

0.9
%

7.0
%

14.8
%

3.5
%

63.5
%30～99人 70.8

%
83.8

%
7.4

%
43.4

%
0.7

%
7.4

%
41.2

%
10.3

%
2.2

%
1.5

%
16.9

%
5.9

%
29.2

%100～299人 86.3
%

78.2
%

7.9
%

44.6
%

0.0
%

5.0
%

40.6
%

14.9
%

5.9
%

2.0
%

38.6
%

2.0
%

13.7
%300人以上 92.0

%
83.2

%
16.1

%
43.5

%
1.9

%
10.6

%
50.9

%
28.6

%
9.3

%
9.9

%
39.1

%
5.6

%
8.0

%建設業 54.9
%

74.2
%

9.7
%

22.6
%

0.0
%

6.5
%

25.8
%

12.9
%

6.5
%

3.2
%

25.8
%

3.2
%

45.1
%製造業 71.6

%
72.4

%
16.3

%
35.8

%
0.8

%
6.5

%
32.5

%
11.4

%
2.4

%
3.3

%
22.8

%
4.9

%
28.4

%運輸業・郵便業 75.7
%

64.6
%

14.6
%

33.3
%

6.3
%

10.4
%

37.5
%

12.5
%

0.0
%

14.6
%

20.8
%

6.3
%

24.3
%卸売・小売業 68.2

%
76.0

%
10.7

%
35.5

%
0.0

%
5.0

%
41.3

%
18.2

%
9.9

%
4.1

%
28.1

%
4.1

%
31.8

%金融業・保険業 90.0
%

73.3
%

6.7
%

40.0
%

3.3
%

10.0
%

30.0
%

16.7
%

0.0
%

10.0
%

33.3
%

13.3
%

10.0
%不動産業・物品賃貸業 33.3

%
66.7

%
0.0

%
33.3

%
0.0

%
0.0

%
33.3

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
66.7

%学術研究、専門・技術サービス 70.8
%

60.0
%

0.0
%

46.7
%

0.0
%

0.0
%

26.7
%

13.3
%

0.0
%

0.0
%

26.7
%

0.0
%

29.2
%宿泊業、飲食サービス 59.7

%
60.0

%
14.3

%
42.9

%
0.0

%
14.3

%
34.3

%
14.3

%
5.7

%
0.0

%
14.3

%
0.0

%
40.3

%生活関連サービス業、娯楽業 64.5
%

76.5
%

5.9
%

47.1
%

0.0
%

11.8
%

35.3
%

17.6
%

0.0
%

5.9
%

11.8
%

0.0
%

35.5
%教育、学習支援業 64.7

%
71.4

%
9.5

%
47.6

%
9.5

%
4.8

%
38.1

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
19.0

%
0.0

%
35.3

%医療、福祉 75.7
%

72.0
%

8.0
%

37.3
%

0.0
%

4.0
%

42.7
%

16.0
%

4.0
%

4.0
%

26.7
%

2.7
%

24.3
%複合サービス事業 69.2

%
50.0

%
12.5

%
37.5

%
0.0

%
37.5

%
12.5

%
12.5

%
0.0

%
12.5

%
12.5

%
0.0

%
30.8

%サービス業（他に分類されないもの） 75.7
%

83.3
%

5.6
%

51.9
%

0.0
%

5.6
%

59.3
%

27.8
%

5.6
%

5.6
%

29.6
%

3.7
%

24.3
%（　　）は、平成２１年同調査結果

※「支援制度の種類」の割合の分母＝当設問「介護に関する支援制度がある」の回答事業所数

区　　分

産
業
別

　14　介護に関する支援制度の状況・・・「支援制度がある」 69.3％

企
業
規
模
別

介護に関する支援制度がある

全　　体

支援制度の種類　【複数回答】

制度
はない

72.3%10.8%

38.2%

1.2%

7.1%

38.0%

15.3%

4.3%

4.8%

24.4%

4.0%

勤務時間短縮制度

フレックス タイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

経費の援助措置

再雇用制度

所定外労働の免除

転勤・配置転換の際の配慮

職業家庭両立推進者の選任

介護休業中の社員に対する賃金・手当等の支給

介護休暇制度の新設

その他

介護に関する支援制度の種類

介護支

援制度

がある

69.3% 

介護支

援制度

はない

30.7%

介護に関する支援制度の有無



　　介護休業制度の規定がない理由について「介護休業制度を取得するような対象者がいない」が51.7%と最も高く、

　次いで「規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している」が34.6%であった。

　　企業規模別にみると、「10～29人」では「介護休業制度を取得するような対象者がいない」が59.2%と高かった一方

　で、「100～299人」では「規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している」が66.7%と高い。

　　産業別でみると、「介護休業制度を取得するような対象者がいない」では、「複合サービス事業」が80.0%と最も高い。

　　また「規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している」では、「不動産業・物品賃貸業」が66.7%と高い。

　表 15　　介護休業制度の規定がない理由　　【複数回答】

介護休業制度を
取得するような
対象者がいない

規定はないが、
法律に基づき取
得できるように
する、している

必要性を感じな
い、またはメリッ
トがない

規定を作る事務
手続きに手間が
かかる、難しい

その他

% % % % %

51.7 34.6 7.1 6.9 10.0

10～29人 59.2
%

31.5
%

6.9
%

7.3
%

10.4
%30～99人 41.7

%
46.7

%
6.7

%
5.0

%
8.3

%100～299人 16.7
%

66.7
%

16.7
%

0.0
%

0.0
%300人以上 0.0

%
42.9

%
14.3

%
28.6

%
42.9

%建設業 53.3
%

35.0
%

5.0
%

8.3
%

5.0
%製造業 45.9

%
37.8

%
10.8

%
4.1

%
12.2

%運輸業・郵便業 45.5
%

63.6
%

0.0 9.1
%

9.1
%卸売・小売業 58.1

%
24.3

%
5.4

%
5.4

%
10.8

%金融業・保険業 - - - - -

不動産業・物品賃貸業 0.0 66.7
%

0.0 33.3
%

0.0
学術研究、専門・技術サービス業 77.8

%
33.3

%
11.1

%
0.0 0.0

宿泊業、飲食サービス業 46.9
%

18.8
%

21.9
%

3.1
%

15.6
%生活関連サービス業、娯楽業 42.9

%
50.0

%
0.0 14.3

%
14.3

%教育、学習支援業 76.9
%

15.4
%

7.7
%

15.4
%

0.0

医療、福祉 46.4
%

32.1
%

0.0 14.3
%

14.3
%複合サービス事業 80.0

%
40.0

%
0.0 0.0 0.0

サービス業（他に分類されないもの） 43.8
%

56.3
%

6.3
%

0.0 12.5
%※割合の分母＝当設問の回答事業所数

全　　体

産
業
別

　15　介護休業制度の規定がない理由・・・「対象者がいない」 51.7％

区　　分

企
業
規
模
別

51.7%

34.6%

7.1%

6.9%

10.0%

介護休業制度を取得するような対象者がいない

規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している

必要性を感じない、またはメリットがない

規定を作る事務手続きに手間がかかる、難しい

その他

介護休業制度の規定がない理由



　　仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）についての認知状況をみると、「聞いたことはあるが、内容は
　知らない」が41.7%と最も高く、次いで「言葉も内容も知っている」39.6%となっている。仕事と生活の調和
　（ワーク･ライフ･バランス）については全体の約8割以上で、言葉も含めて認知されている。
　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど認知度が高くなり、「300人以上」は「言葉も内容も知っ
　ている」が73.6％となっている。
　　産業別にみると、「言葉も内容も知っている」業種は「金融業・保険業」が73.3%と最も高く、次いで「サービ
　ス業（他に分類されないもの）」が54.9%となっている。

　表 16　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況

言葉も内容も
知っている

聞いたことはあ
るが、内容は知
らない

言葉も内容も知
らない

% % %

39.6
%

41.7
%

18.7
%(26.3)

%
(43.1)

%
(30.7)

%10～29人 21.5
%

51.1
%

27.4
%30～99人 34.9

%
46.4

%
18.7

%100～299人 57.7
%

37.4
%

4.9
%300人以上 73.6

%
18.1

%
8.2

%建設業 24.2
%

52.7
%

23.1
%製造業 44.9

%
38.3

%
16.8

%運輸業・郵便業 35.7
%

44.3
%

20.0
%卸売・小売業 44.6

%
35.8

%
19.7

%金融業・保険業 73.3
%

20.0
%

6.7
%不動産業・物品賃貸業 0.0

%
66.7

%
33.3

%学術研究、専門・技術サービス 33.3
%

45.8
%

20.8
%宿泊業、飲食サービス 30.3

%
47.0

%
22.7

%生活関連サービス業、娯楽業 22.6
%

67.7
%

9.7
%教育、学習支援業 33.3

%
39.4

%
27.3

%医療、福祉 33.0
%

48.5
%

18.4
%複合サービス事業 38.5

%
30.8

%
30.8

%サービス業（他に分類されないもの） 54.9
%

33.8
%

11.3
%（　　）は、平成２０年同調査結果

産
業
別

　16　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況・・・

区　分

企
業
規
模
別

全　　体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「言葉も内容も知っている」 39.6％

言葉も内容も

知っている

39.6%
聞いたことは

あるが、内容

は知らない

41.7%

言葉も内容

も知らない

18.7%

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況



  

　　労働時間等（長時間労働の削減、労働時間の短縮等）の課題についての労使間の話し合いの機会について

　みると、「話し合いの機会を設けている」が43.2%と最も高く、次いで「話し合いの機会はないが、今後要望が

　あった場合には対応する」が34.8%となっている。

　　企業規模別でみると、企業規模が大きくなるほど話し合いの機会を設ける割合が高くなり、「300人以上」では

　68.3%となっている。

　　産業別でみると、「話し合いの機会を設けている」において、「金融業･保険業」が79.3%と最も高くなっている。

　表 17　　労働時間等の課題について労使間の話し合いの機会の設置状況　

話し合いの機
会を設けている

話し合いの機
会はないが、今
後要望があっ
た場合には対
応する

現在、話し合い
の機会はなく、
今後について
は検討する

話し合いの機
会はなく、今後
も対応はしない

その他

% % % % %

43.2
%

34.8
%

14.9
%

4.3
%

2.8
%(43.1)

%
(29.2)

%
(17.1)

%
(6.6)

%
(4.0)

%10～29人 34.1
%

37.7
%

18.1
%

5.6
%

4.4
%30～99人 34.8

%
44.4

%
15.9

%
4.3

%
0.5

%100～299人 50.8
%

36.1
%

9.0
%

0.8
%

3.3
%300人以上 68.3

%
16.1

%
10.6

%
3.3

%
1.7

%建設業 30.8
%

35.2
%

20.9
%

8.8
%

4.4
%製造業 39.8

%
39.8

%
13.3

%
6.1

%
1.0

%運輸業・郵便業 57.1
%

25.7
%

11.4
%

1.4
%

4.3
%卸売・小売業 43.7

%
31.6

%
15.3

%
4.7

%
4.7

%金融業・保険業 79.3
%

17.2
%

3.4
%

0.0
%

0.0
%不動産業・物品賃貸業 0.0

%
83.3

%
16.7

%
0.0

%
0.0

%学術研究、専門・技術サービス 47.8
%

39.1
%

4.3
%

8.7
%

0.0
%宿泊業、飲食サービス 33.3

%
33.3

%
22.7

%
7.6

%
3.0

%生活関連サービス業、娯楽業 35.5
%

48.4
%

6.5
%

3.2
%

6.5
%教育、学習支援業 39.4

%
48.5

%
12.1

%
0.0

%
0.0

%医療、福祉 40.6
%

39.6
%

15.8
%

1.0
%

3.0
%複合サービス事業 54.5

%
27.3

%
18.2

%
0.0

%
0.0

%サービス業（他に分類されないもの） 57.1
%

22.9
%

18.6
%

0.0
%

1.4
%（　　）は、平成２０年同調査結果

産
業
別

　17　労働時間等の課題について労使間の話し合いの機会の設置状況・・・

区　　分

企
業
規
模
別

全　　体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「話し合いの機会を設けている」 43.2％

話し合いの機会を

設けている
43.2%

話し合いの機会はない

が、今後要望があった

場合には対応する

34.8%

話し合いの

機会はなく、

今後につい

ては検討

する
14.9%

話し合いの機会は

なく、今後も対応は

しない 4.3%

その他 2.8%

労働時間等の課題について労使間の

話し合いの機会の設置状況



　　年次有給休暇の付与状況についてみると、｢正社員」の場合、「制度がある」事業所は全体の90.6%であり、
　「一人当たりの平均付与日数」14.9日、「一人当たりの平均取得日数」7.8日、｢取得率」52.3%となっている。
　　また、｢非正規社員」の場合、「制度がある」事業所は全体の62.5%であり、「一人当たりの平均付与日数」
　は10.9日であり、「一人当たりの平均取得日数」6.5日、｢取得率」59.6%となっている。
　　企業規模別にみると、「正社員」｢非正規社員」とも「10～29人」で「制度あり」の割合が低くなっている。
　　産業別にみると、｢正社員｣の場合「宿泊業、飲食サービス」において｢制度あり」が79.4%と最も低くなっており、
　「非正規社員」の場合「建設業」において｢制度あり｣が32.1%と最も低くなっている。

　表 18　　年次有給休暇の付与及び取得状況

制度あり 制度なし 制度あり 制度なし
% % % %

90.6
%

9.4
%

62.5
%

37.5
%(85.7) (14.3) (50.4) (48.7)

日 日

14.9
%

10.9
%(15.6) (12.9)

日 日

7.8
%

6.5
%(9.3) (8.8)

% %

52.3
%

59.6
%(59.6) (68.2)

% % % %

10～29人 81.9
%

18.1
%

36.5
%

63.5
%30～99人 93.8

%
6.2

%
64.8

%
35.2

%100～299人 100.0
%

0.0
%

86.6
%

13.4
%300人以上 99.4

%
0.6

%
92.3

%
7.7

%建設業 85.7
%

14.3
%

32.1
%

67.9
%製造業 93.4

%
6.6

%
68.4

%
31.6

%運輸業・郵便業 85.5
%

14.5
%

61.5
%

38.5
%卸売・小売業 86.6

%
13.4

%
61.3

%
38.7

%金融業・保険業 100.0
%

0.0
%

96.2
%

3.8
%不動産業・物品賃貸業 100.0

%
0.0

%
60.0

%
40.0

%学術研究、専門・技術サービス 87.5
%

12.5
%

43.8
%

56.3
%宿泊業、飲食サービス 79.4

%
20.6

%
50.0

%
50.0

%生活関連サービス業、娯楽業 89.3
%

10.7
%

50.0
%

50.0
%教育学習支援業 94.1

%
5.9

%
37.0

%
63.0

%医療福祉 99.0
%

1.0
%

74.7
%

25.3
%複合サービス事業 100.0

%
0.0

%
76.9

%
23.1

%サービス業（他に分類されないもの） 95.7
%

4.3
%

77.8
%

22.2
%（　　）は、平成２０年同調査結果

※｢取得率」＝取得日数計／付与日数計×１００（％）

　18　年次有給休暇の取得状況・・・「取得率」 【正社員】 52.3％　【非正規社員】 59.6％

産
業
別

非正規社員

企
業
規
模
別

一人当たりの平均付与日数

一人当たりの平均取得日数

取得率

正社員

全　　体

区　　分

なし

9.4%
制度

あり

90.6%

年次有給休暇制度について

（正社員）

なし

37.5%

制度

あり

62.5%

年次有給休暇制度について

（非正規社員）



　　夏季休暇などの特別休暇（有給）制度の導入状況についてみると、「特別休暇（有給）制度を導入している」事業所
　は全体の63.5%となっており、制度の種類別でみると「夏季休暇」が27.0%と最も高くなっている。
　　平均付与日数は全体では6.5日であり、制度の種類別でみると「その他」が6.2日と最も長く、次いで「リフレッシュ
　休暇」4.5日となっている。
　　平均利用人数は全体では36.2人利用しており、制度の種類別でみると「夏季休暇」が40.6人と最も多くなっている。

　表 19－１　　特別休暇（有給）制度の導入状況　【正社員】

夏季休暇
リフレッ
シュ休暇

メモリア
ル休暇

ボラン
ティア休
暇

教育訓練
のための
休暇

その他

% % % % % % % %

63.5
%

27.0
%

11.6
%

5.1
%

1.8
%

2.5
%

15.6
%

36.5
%(87.8) (25.6) (7.8) (3.0) (1.8) (2.6) (5.4) (12.2)

日 日 日 日 日 日 日

6.5 4.2 4.5 1.5 3.4 3.5 6.2
(4.9) (5.4) (1.3) (4.4) (3.3) (7.2)

人 人 人 人 人 人 人

36.2 40.6 12.7 21.5 1.9 2.4 13.7
(31.4) (16.6) (51.0) (2.0) (3.7) (15.2)

% % % % % % % %

10～29人 52.5
%

27.5
%

4.8
%

2.0
%

0.4
%

3.7
%

14.1
%

47.5
%30～99人 63.7

%
29.0

%
9.4

%
5.7

%
2.0

%
0.8

%
16.7

%
36.3

%100～299人 66.0
%

26.4
%

11.1
%

5.6
%

2.8
%

4.2
%

16.0
%

34.0
%300人以上 80.5

%
24.5

%
24.9

%
9.0

%
2.9

%
2.5

%
16.6

%
19.5

%建設業 60.5
%

34.2
%

4.4
%

1.8
%

0.0
%

8.8
%

11.4
%

39.5
%製造業 55.8

%
21.2

%
12.8

%
4.9

%
1.8

%
1.8

%
13.3

%
44.2

%運輸業・郵便業 50.7
%

22.5
%

7.0
%

1.4
%

0.0
%

2.8
%

16.9
%

49.3
%卸売・小売業 61.8

%
22.8

%
13.6

%
8.8

%
1.8

%
1.3

%
13.6

%
38.2

%金融業・保険業 95.1
%

27.9
%

32.8
%

11.5
%

8.2
%

0.0
%

14.8
%

4.9
%不動産業・物品賃貸業 90.0

%
50.0

%
10.0

%
10.0

%
0.0

%
0.0

%
20.0

%
10.0

%学術研究、専門・技術サービス 65.5
%

27.6
%

6.9
%

6.9
%

0.0
%

0.0
%

24.1
%

34.5
%宿泊業、飲食サービス 45.7

%
11.4

%
12.9

%
2.9

%
0.0

%
1.4

%
17.1

%
54.3

%生活関連サービス業、娯楽業 40.6
%

15.6
%

3.1
%

3.1
%

3.1
%

3.1
%

12.5
%

59.4
%教育、学習支援業 74.4

%
46.2

%
2.6

%
2.6

%
5.1

%
2.6

%
15.4

%
25.6

%医療、福祉 70.6
%

37.3
%

5.6
%

2.4
%

1.6
%

1.6
%

22.2
%

29.4
%複合サービス事業 88.9

%
50.0

%
16.7

%
5.6

%
0.0

%
0.0

%
16.7

%
11.1

%サービス業（他に分類されないもの） 76.2
%

31.7
%

15.8
%

5.0
%

2.0
%

4.0
%

17.8
%

23.8
%（　　）は、平成２０年同調査結果

※割合の分母＝当設問の総回答数

産
業
別

企
業
規
模
別

特別休暇（有給）制度を導入している　（正社員）

区　　分
特に導

入してい
ない

全　　体

平均付与日数

平均利用人数

制度の種類　【複数回答】

 19－１ 特別休暇（有給）制度の導入状況 　【正社員】・・・「導入している」 63.5％

27.0%
11.6%

5.1%

1.8%

2.5%

15.6%

夏季休暇

リフレッシュ休暇

メモリアル休暇

ボランティア休暇

教育訓練のための休暇

その他

特別休暇（有給）制度の種類 （正社員）

導入

して

いる

63.5%

導入

してい

ない

36.5%

特別休暇制度の有無

（正社員）



　　夏季休暇などの特別休暇（有給）制度の導入状況についてみると、「特別休暇（有給）制度を導入している」事業所
　は全体の39.5%となっており、制度の種類別でみると「夏季休暇」が20.5%と最も高くなっている。
　　平均付与日数は全体では4.3日であり、制度の種類別でみると「夏季休暇」が3.9日と最も高くなっている。
　　平均利用人数は全体では11.0人利用しており、制度の種類別でみると「夏季休暇」が12.5人と最も高くなっている。

　表 19－２　　特別休暇（有給）制度の導入状況及び制度の種類　【非正規社員】

夏季休暇
リフレッ
シュ休暇

メモリア
ル休暇

ボランティ
ア休暇

教育訓練
のための
休暇

その他

% % % % % % % %

39.5 20.5 4.2 2.7 0.6 0.5 11.0 60.5
日 日 日 日 日 日 日

4.3 3.9 3.5 0.9 2.5 0.3 3.3
人 人 人 人 人 人 人

11.0 12.5 3.7 2.2 0.0 0.3 6.1
% % % % % % % %

10～29人 26.4
%

14.4
%

2.1
%

1.0
%

0.3
%

0.3
%

8.2
%

73.6
%30～99人 45.3

%
22.4

%
6.2

%
2.5

%
0.6

%
0.0

%
13.7

%
54.7

%100～299人 43.2
%

24.7
%

3.7
%

3.7
%

1.2
%

2.5
%

7.4
%

56.8
%300人以上 59.1

%
29.1

%
7.1

%
5.5

%
0.8

%
0.0

%
16.5

%
40.9

%建設業 27.9
%

21.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

6.6
%

72.1
%製造業 38.3

%
19.5

%
5.2

%
1.9

%
0.6

%
0.6

%
10.4

%
61.7

%運輸業・郵便業 23.9
%

17.4
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

2.2
%

4.3
%

76.1
%卸売・小売業 33.1

%
11.5

%
3.8

%
4.6

%
0.8

%
0.8

%
11.5

%
66.9

%金融業・保険業 88.0
%

40.0
%

20.0
%

12.0
%

4.0
%

0.0
%

12.0
%

12.0
%不動産業・物品賃貸業 75.0

%
50.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
25.0

%
25.0

%学術研究、専門・技術サービス 37.5
%

31.3
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

6.3
%

62.5
%宿泊業、飲食サービス 22.9

%
4.2

%
4.2

%
4.2

%
0.0

%
0.0

%
10.4

%
77.1

%生活関連サービス業、娯楽業 20.8
%

8.3
%

4.2
%

0.0
%

4.2
%

0.0
%

4.2
%

79.2
%教育、学習支援業 41.2

%
23.5

%
5.9

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
11.8

%
58.8

%医療、福祉 52.6
%

34.2
%

1.3
%

1.3
%

0.0
%

0.0
%

15.8
%

47.4
%複合サービス事業 60.0

%
40.0

%
20.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
40.0

%サービス業（他に分類されないもの） 61.4
%

29.8
%

7.0
%

5.3
%

0.0
%

0.0
%

19.3
%

38.6
%※割合の分母＝当設問の総回答数

制度の種類　【複数回答】

企
業
規
模
別

特に導
入してい

ない

 19－２ 特別休暇（有給）制度の導入状況 【非正規社員】・・・「導入している」 39.5％

産
業
別

特別休暇（有給）制度を導入している　（非正規社員）

全　　体

平均付与日数

平均利用人数

20.5%

4.2%

2.7%

0.6%

0.5%

11.0%

夏季休暇

リフレッシュ休暇

メモリアル休暇

ボランティア休暇

教育訓練のための休暇

その他

特別休暇(有給）制度の種類（非正規社員）

導入

して

いる

39.5%

導入

して

いない

60.5%

特別休暇制度の有無

（非正規社員）



　　平成22年９月給与締め日前1週間の労働時間について、週労働時間60時間以上の労働者がいた事業所は

　9.4%であり、約9割の事業所で週労働時間60時間以上の労働者がいない。

　　週労働時間60時間以上の「労働者数」は1.3%であり、雇用形態別割合でみると「正社員」85.3%、｢非正規社員」

　14.7%となっている。

　　週労働時間60時間以上の労働者がいた事業所について企業規模別にみると、「100～299人」が13.0%と最も高く、

　次いで「300人以上」が12.1%となっている。

　　産業別にみると「運輸業・郵便業」が29.0%と最も高く、次いで「宿泊業、飲食サービス業」18.2%となっている。

　表 20　　週労働時間60時間以上の労働者の状況

正社員 非正規社員

% % % % %

9.4 1.3
%

85.3 14.7 90.6
(13.0) (1.3) (86.9)

10～29人 6.8
%

1.6
%

94.9
%

5.1
%

93.2
%30～99人 10.0

%
1.6

%
85.9

%
14.1

%
90.0

%100～299人 13.0
%

1.5
%

55.8
%

44.2
%

87.0
%300人以上 12.1

%
1.1

%
99.2

%
0.8

%
87.9

%建設業 6.6 1.0
%

100.0 0.0 93.4
製造業 12.2 1.4

%
67 33 87.8

運輸業・郵便業 29.0 5.8
%

100.0 0.0 71.0
卸売・小売業 6.7 0.8

%
96.7 3.3 93.3

金融業・保険業 0.0 - - - 100.0
不動産業・物品賃貸業 0.0 - - - 100.0
学術研究、専門・技術サービス業 4.3 0.8

%
100.0 0.0 95.7

宿泊業、飲食サービス業 18.2 3.2
%

73.8 26.2 81.8
生活関連サービス業、娯楽業 9.7 1.3

%
71.4 28.6 90.3

教育、学習支援業 2.9 1.1
%

100.0 0.0 97.1
医療、福祉 0.0 - - - 100.0
複合サービス事業 0.0 - - - 100.0
サービス業（他に分類されないもの） 9.9 0.7

%
100.0 0.0 90.1

（　　）は、平成２０年同調査結果
※「労働者数」の割合の分母＝当調査の「就業形態別集計労働者数」から

　20　週労働時間60時間以上の労働者の状況・・・「労働者数」 1.3％

週労働時間６０時間以上の労働者がいる事業所

区　　分

　　　 雇用形態別割合   　「正社員」 85.3％　　「非正規社員」 14.7％

雇用形態別割合

企
業
規
模
別

産
業
別

労働者数
週労働時間
６０時間以上
の労働者がい

ない

全　　体

いる

9.4％

いない

90.6％

週労働時間６０時間以上の

労働者の有無

正社員

85.3％

非正規

社員

14.7％

雇用形態別割合



　　短時間正社員制度についての認知状況をみると、「聞いたことはあるが、内容は知らない」が38.4%と最も高く、
　次いで「言葉も内容も知らない」32.9%となっている。短時間正社員制度についは全体の約6割以上で、言葉も
　含めて認知されている。
　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど認知度が高くなり、「300人以上」は言葉も含めて認知割合
　が8割を超えている。
　　産業別にみると、「言葉も内容も知っている」業種は「金融業・保険業」が50.0%と最も高く、次いで「医療、福祉」
　が33.0%となっている。

　表 21　　短時間正社員制度の認知状況

言葉も内容も
知っている

聞いたことある
が、内容は知ら
ない

言葉も内容も知
らない

% % %

28.7 38.4 32.9
10～29人 17.5

%
38.9

%
43.6

%30～99人 29.2
%

40.1
%

30.7
%100～299人 36.9

%
41.0

%
22.1

%300人以上 47.8
%

33.5
%

18.7
%建設業 21.3 47.2 31.5

製造業 28.4 37.6 34.0
運輸業・郵便業 29.0 31.9 39.1
卸売・小売業 30.4 35.1 34.5
金融業・保険業 50.0 40.0 10.0
不動産業・物品賃貸業 16.7 83.3 0.0
学術研究、専門・技術サービス業 29.2 33.3 37.5
宿泊業、飲食サービス業 22.7 39.4 37.9
生活関連サービス業、娯楽業 19.4 51.6 29.0
教育、学習支援業 26.5 47.1 26.5
医療、福祉 33.0 34.0 33.0
複合サービス事業 23.1 30.8 46.2
サービス業（他に分類されないもの） 31.0 39.4 29.6

区　　分

全　　体

企
業
規
模
別

　21　短時間正社員制度の認知状況・・・「言葉も内容も知っている」 28.7％

産
業
別

言葉も内容も

知っている

28.7%

聞いたことは

あるが、内容は

知らない

38.4%

言葉も内容も

知らない

32.9%

短時間正社員制度の認知状況



　　短時間正社員制度の導入状況は、「制度がある」が5.2%となっており、一般的に制度は導入されていない。
　　短時間正社員制度がある事業所の活用方法をみると、「正社員から短時間正社員に一時的に移行する」が
　54.2%と最も高く、次いで「正社員から短時間正社員に恒常的に移行する」14.6%、となっている。
　　企業規模別でみると、企業規模が大きくなるほど短時間正社員制度があり「300人以上」が最も高くなってい
　るが、割合は全体の8.8％にとどまる。
　　産業別でみると、「短時間正社員制度がある」において「不動産業・物品賃貸業」が16.7%と最も高く、次いで
　「運輸業・郵便業」14.3%となっている。
　　なお、平成21年実績でみると、短時間正社員の人数は全体で27人であり、企業規模別では「100～299人」
　が11人と最も多く、産業別にみると「宿泊業、飲食サービス」が10人と最も多くなっている。

　表 22　　短時間正社員制度の有無及び活用状況

正社員か
ら短時間
正社員に
一時的に
移行する

正社員か
ら短時間
正社員に
恒常的に
移行する

パートか
ら短時間
正社員に
恒常的に
移行する

その他

% % % % % % 人

94.8
%

5.2
%

54.2
%

14.6
%

8.3
%

10.4
%

27
〔82.9〕 〔7.5〕 〔77.4〕 〔17.8〕 〔4.7〕

10～29人 95.8
%

4.2
%

35.3
%

11.8
%

5.9
%

17.6
%

6

30～99人 95.7
%

4.3
%

66.7
%

22.2
%

22.2
%

0.0
%

1

100～299人 95.1
%

4.9
%

50.0
%

33.3
%

16.7
%

16.7
%

11

300人以上 91.2
%

8.8
%

68.8
%

6.3
%

0.0
%

6.3
%

9

建設業 93.2
%

6.8
%

50.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

9

製造業 95.9
%

4.1
%

50.0
%

25.0
%

12.5
%

25.0
%

0

運輸業・郵便業 85.7
%

14.3
%

40.0
%

10.0
%

20.0
%

20.0
%

3

卸売・小売業 94.8
%

5.2
%

50.0
%

10.0
%

0.0
%

10.0
%

0

金融業・保険業 90.0
%

10.0
%

100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0

不動産業・物品賃貸業 83.3
%

16.7
%

100.0
%

0.0
%

0.0
%

0.0
%

0
学術研究、専門・技術サービス 95.8

%
4.2

%
100.0

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
0

宿泊業、飲食サービス 96.9
%

3.1
%

50.0
%

0.0
%

50.0
%

0.0
%

10
生活関連サービス業、娯楽業 100.0

%
0.0

%
- - - - 0

教育、学習支援業 97.1
%

2.9
%

100.0
%

100.0
%

0.0
%

0.0
%

2

医療、福祉 95.1
%

4.9
%

60.0
%

20.0
%

0.0
%

0.0
%

2

複合サービス事業 100.0
%

0.0
%

- - - - 0
サービス業（他に分類されないもの） 98.6

%
1.4

%
0.0

%
100.0

%
0.0

%
0.0

%
1

〔　　〕は、株式会社アイデム「短時間社員と人事管理等に関する調査」（平成２１年厚生労働省委託調査）より

※「活用方法」の割合の分母＝当設問の「短時間正社員制度がある」の回答事業所数

全　　体

Ｈ２１年
実績

　22　短時間正社員制度の有無及び活用状況・・・「制度がない」 94.8％

企
業
規
模
別

産
業
別

短時間正社員制度がある

短時間
正社員
制度が
ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H２１年実績　「短時間正社員人数」  27人

活用方法　　【複数回答】

区　　分

短時間

正社員

制度が

ない

94.8%

短時間

正社員

制度が

ある

5.2%

短時間正社員制度の有無

54.2%14.6%

8.3%

10.4%

正社員から短時間正社員に一時的に移行する

正社員から短時間正社員に恒常的に移行する

パートから短時間正社員に恒常的に移行する

その他

短時間正社員制度の活用方法



　　心の健康対策に取り組んでいる事業所は85.8%となっており、取組内容では「定期健康診断における問診」が
　36.0%と最も高く、次いで「相談（カウンセリング）の実施」および「社内報・パンフレット等による啓発」がともに13.3%
　となっている。
　　企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど取組んでいる事業所の割合が高くなり、「300人以上」では96.9%
　となっている。
　　産業別にみると「金融業・保険業」が99.0%と最も高く、次いで「複合サービス事業」93.1%となっている。
  　対前年度比でみると、「定期健康診断における問診」が3.7%増と最も高く、次いで「相談（カウンセリング）の実施」
　が3.5%増となっている。

　表 23　　心の健康対策取組みの有無及び取組内容別事業所割合

THPに
よる心
の健康
づくりの
実施

相談（カ
ウンセリ
ング）の
実施

心の健
康に関
する調
査の実
施

定期健
康診断
におけ
る問診

講習会
等によ
る集団
研修

人事労
務担当
者、健
康管理
担当者
に対す
る研修

社内報・
パンフ
レット等
による
啓発

スポー
ツ、レク
リエー
ションの
実施

その他

% % % % % % % % % % %

85.8
%

2.4
%

13.3
%

3.5
%

36.0
%

7.1
%

9.5
%

13.3
%

12.9
%

2.0
%

14.2
%(84.7)

%
(1.6)

%
(9.8)

%
(2.2)

%
(32.3)

%
(8.6)

%
(6.2)

%
(11.3)

%
(11.7)

%
(1.0)

%
(15.3)

%10～29人 71.1
%

0.9
%

7.2
%

0.9
%

35.0
%

4.3
%

3.6
%

7.9
%

9.7
%

1.6
%

28.9
%30～99人 86.2

%
0.8

%
9.6

%
2.0

%
38.5

%
5.6

%
7.6

%
7.0

%
12.6

%
2.5

%
13.8

%100～299人 94.4
%

1.5
%

13.2
%

2.6
%

32.3
%

4.5
%

11.7
%

15.4
%

11.3
%

1.9
%

5.6
%300人以上 96.9

%
4.4

%
16.4

%
6.2

%
20.5

%
9.3

%
11.6

%
16.1

%
11.2

%
1.2

%
3.1

%建設業 87.1
%

3.0
%

7.4
%

1.5
%

44.4
%

10.4
%

8.9
%

8.9
%

14.8
%

0.7
%

12.9
%製造業 88.4

%
2.7

%
13.1

%
3.7

%
38.4

%
5.2

%
10.1

%
11.3

%
14.0

%
1.5

%
11.6

%運輸業・郵便業 89.1
%

0.9
%

8.5
%

5.7
%

43.4
%

8.5
%

5.7
%

15.1
%

12.3
%

0.0
%

10.9
%卸売・小売業 84.1

%
3.0

%
15.2

%
2.7

%
31.6

%
5.1

%
9.8

%
17.8

%
11.4

%
3.4

%
15.9

%金融業・保険業 99.0
%

6.2
%

18.6
%

5.2
%

21.6
%

11.3
%

11.3
%

17.5
%

7.2
%

1.0
%

1.0
%不動産業・物品賃貸業 83.3

%
0.0

%
0.0

%
0.0

%
60.0

%
0.0

%
0.0

%
40.0

%
0.0

%
0.0

%
16.7

%学術研究、専門・技術サービス 75.6
%

0.0
%

9.7
%

0.0
%

38.7
%

9.7
%

9.7
%

12.9
%

16.1
%

3.2
%

24.4
%宿泊業、飲食サービス 73.4

%
0.0

%
17.5

%
3.8

%
32.5

%
7.5

%
6.3

%
17.5

%
13.8

%
1.3

%
26.6

%生活関連サービス業、娯楽業 66.7
%

0.0
%

10.7
%

3.6
%

46.4
%

3.6
%

3.6
%

21.4
%

10.7
%

0.0
%

33.3
%教育、学習支援業 82.3

%
2.0

%
13.7

%
2.0

%
41.2

%
3.9

%
11.8

%
7.8

%
13.7

%
3.9

%
17.7

%医療、福祉 84.8
%

0.7
%

15.1
%

0.7
%

41.7
%

7.2
%

9.4
%

6.5
%

14.4
%

4.3
%

15.2
%複合サービス事業 93.1

%
0.0

%
18.5

%
11.1

%
25.9

%
11.1

%
11.1

%
18.5

%
3.7

%
0.0

%
6.9

%サービス業（他に分類されないもの） 89.1
%

3.1
%

12.2
%

6.9
%

28.2
%

9.9
%

12.2
%

10.7
%

15.3
%

1.5
%

10.9
%（　　）は、平成２０年同調査結果

※割合の分母＝「心の健康対策（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ)に取り組んでいる」の総回答数

産
業
別

　23　心の健康対策(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ)の取組み状況・・・「取り組んでいる」 85.8％

企
業
規
模
別

心の健康対策（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ)に取り組んでいる
取組内容  【複数回答】

特に実
施して
いない

全　　体

区　　分

THPによる心の健康

づくりの実施 2.4%

相談（カウンセリング）の

実施 13.3%

心の健康に関する調査

の実施 3.5%

定期健康診断に

おける問診

36.0%講習会等による

集団研修 7.1%

人事労務担当者、

健康管理担当者に

対する研修 9.5%

社内報・パンフレット等に

よる啓発 13.3%

スポーツ、レクリエーショ

ンの実施 12.9%

その他 2.0%

心の健康対策（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ）の取組みの割合



　　労働問題の相談状況についてみると、行政機関等に相談したことがある事業所は全体の27.6%となっており、
　利用した相談機関は「社会保険労務士」が39.8%と最も高く、次いで「労働局・労働基準監督署」26.8%となって
　いる。

　表 24　　労働相談の状況
労働相談したことがある

労政事
務所

労働委
員会

労働局・労
働基準監
督署

ハロー
ワーク

市町村
社会保
険労務
士

弁護士 その他

% % % % % % % % % %

27.6
%

1.9
%

0.5
%

26.8
%

13.3
%

1.6
%

39.8
%

14.9
%

1.1
%

72.4
%(30.4)

%
(1.1)

%
(0.7)

%
(29.6)

%
(16.8)

%
(1.1)

%
(36.0)

%
(13.0)

%
(1.8)

%
(69.6)

%（　　）は、平成２１年同調査結果
※「利用した行政機関等の相談窓口」の割合の分母＝当設問の「利用した行政機関等の相談窓口」の回答数

全　体

利用した行政機関等の相談窓口　【複数回答】 相談し
たこと
がない

　24　労働相談の状況・・・「相談したことがある」 27.6％

区　分

相談した

ことが

ある

27.6%

ない

72.4%

労働関係相談の有無

1.9%

0.5%

26.8%

13.3%

1.6%

39.8%

14.9%

1.1%

労政事務所

労働委員会

労働局・労働基準監督署

ハローワーク

市町村

社会保険労務士

弁護士

その他

利用した行政機関等の相談窓口



　　事業所において活用したい行政資料(データ）についてアンケートしたところ、「賃金」が15.5%と最も高く、次いで
　「労働時間・休暇等」13.7%、「メンタルヘルス」10.8%の順になっている。
　　対前年度比でみると｢ワークライフバランス」が5.3%増と最も高く、次いで「メンタルヘルス」3.7%増となっている。

　表 25　　活用したいデータについて

労働時間・
休暇等

賃金
退職金制

度
非正規労

働者
高齢者雇

用
福利厚生

メンタル
ヘルス

ワーク・ラ
イフ・バラ

ンス
その他 特になし

% % % % % % % % % % %

82.6 13.7 15.5 10.3 4.7 9.7 8.8 10.8 8.9 0.2 17.5
(82.4) (15.9) (19.7) (13.1) (5.6) (8.8) (8.4) (7.1) (3.6) (0.2) (15.0)

（　　）は、平成２１年同調査結果
※割合の分母＝当設問の総回答数

　25　事業所等が活用（利用）したいデータ・・・「賃金」　15.5％

全　体

活用したいデータがある　　【複数回答】

13.7%

15.5%

10.3%

4.7%

9.7%

8.8%

10.8%

8.9%

0.2%

17.5%

労働時間・休暇等

賃金

退職金制度

非正規労働者

高齢者雇用

福利厚生

メンタルヘルス

ワーク・ライフ・バランス

その他

特になし

活用したいデータについて
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調査協力のお願い

　　○　この調査票は、調査の目的以外には使用しませんので、調査内容が外部に漏れることはありません。

　　○　この調査は、県内の企業に雇用される労働者の労働環境の実態を明らかにするために実施するものです。

　　○　この調査は、すべて平成22年9月30日現在の状況を記入し、10月29日までに同封の返信用封筒にて

　　　ご返送くださいますようお願いいたします。

　　○　※印のついている欄は、記入の必要はありません。

　　○　記入にあたり、疑問点がありましたら、下記の課所にお問い合わせください。

　　　

ＴＥＬ 028-626-3053 〒321-0974　宇都宮市竹林町1030-2

ＴＥＬ 0285-22-4032 〒323-0811  小山市犬塚3-1-1

ＴＥＬ 0287-22-4158 〒324-0056　大田原市中央1-9-9

ＴＥＬ 0284-41-1241 〒326-8555　足利市伊勢町4-19

ＴＥＬ 028-623-3217 〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20

　　１．事業所の現況

記入者所属部課・氏名  TEL 　　　　　(内線　　  　 ) ←

(1)事業所名

　　　　〒　　　　－

 (1)本社・支社等の別について該当する番号を○で囲んでください。

 (3)企業(県内外の本･支店等を含む)すべての常用労働者数を記入してください。

 (4)複数ある場合には、売上高の最も多いものの番号を選び○で囲んでください。

小 山 労 政 事 務 所

人

運輸業
郵便業

サービス業
（他に分類
されないも

の）

卸売業 小売業
不動産

業、物品
賃貸業

宿泊業、
飲食

サービス

教育学
習支援

業

生活関連
サービス

業、娯楽業

医療
福祉

複合
サービス

事業

5
(4)主要な産業
 (売上高の1番多いものに
○してください) 建設業製造業

1 32 4

宇 都 宮 労 政 事 務 所

大 田 原 労 政 事 務 所

(3)企業全体の
 総常用労働者数

栃木県産業労働観光部労働政策課

足 利 労 政 事 務 所

栃木県産業労働観光部労働政策課

1312111098

1
※労政事務所№

※整理番号

金融業
保険業

6

(2)事業所所在地

必ず記載してください

１．本社等・単独事業所
２．支社・営業所等

147

学術研究、
専門・技術
サービス

労働環境等調査票
平成２２年９月３０日現在

秘
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　　２．事業所の労働者数　　　　　　

　　(1)貴事業所内の就業形態別労働者数を男女別に記入してください。

人 人

人 人

短時間パート
人 人

契約社員
人 人

嘱託社員
人 人

出向社員
人 人

派遣社員
人 人

臨時的労働者
人 人

人 人

　　(2)業務請負会社の利用

　業務請負会社を利用していますか｡ 1 利用している 何人利用していますか｡(基準日現在の人数)

（該当する番号を○で囲んでください。） 2 利用していない 人

　　３．定年制について

　　(1)貴事業所では定年制を定めていますか。

1 定年年齢を６５歳未満で定めている 2 定年年齢は６５歳以上または定年制を定めていない

　　(2)　｢高年齢者雇用確保措置(注1)｣について､どうのような対応を行っていますか。該当する番号を選び○で囲んでください｡

1 すでに実施している 1 定年の定めを廃止

2 実施していないが、現在検討中 2 定年年齢を段階的に引き上げ

3 現在のところ、予定なし 3 継続雇用制度を導入し、段階的に上限年齢を引き上げ

　　(3)　（2）で実施もしくは現在検討中を選び、かつ継続雇用制度の導入を選んだ事業所に伺います。

　　　制度の具体的な内容はどれですか。該当する番号を選び○で囲んでください｡

1 「勤務延長制度」がある　（注2）

2 「再雇用制度」がある　（注3）

3 両方併用した制度がある

　　(4)継続雇用制度を導入し、定年を超えての勤務時に、その時の賃金はどうなりますか。

　　該当する番号を選び○で囲んでください｡

他の企業より出向契約に基づき働いている者。出向元に籍を置いているかどうかは問わ
ない。

正社員以外の労働者で、１日又は１週間の所定労働時間が正社員より短い者

4

就　業　形　態

正　社　員

非
正
規
社
員

上記以外の労働者。その雇用形態を具体的に記入してください。
〔　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　〕

フルタイムパート

その他の労働者

特定職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約している者

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用している者

正社員以外の労働者で、１日及び１週間の所定労働時間が正社員とほぼ同じ者

男 女
雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業
への出向者等を除いた者

こ　の　調　査　に　お　け　る　定　義

1 2 3

労働者派遣法に基づき派遣元事業主（いわゆる派遣会社）から派遣されて就業してい
る者

臨時的にまたは日々雇用している者

定年時より上がる 同じ 定年時より下がる 未定

(注1)：「高年齢者雇用確保措置」とは、高年齢者などの雇用の安定等に関する法律の改定により、平成18年4月1日から年金の支給開始年

齢の段階的引き上げにあわせて、以下の①～③のいずれかの高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に義務付けられています。

①定年の定めを廃止

②定年年齢を65歳まで引き上げ（上限年齢は段階的に引き上げ可）

③65歳までの継続雇用制度（上限年齢は段階的に引き上げ可）

(注2)：定年年齢が設定されたまま、そ

の定年年齢に到達したものを退職させ

ることなく引き続き雇用する制度

(注3)：定年年齢に到達した者を、

いったん退職させた後、再び雇用

する制度
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　　４．育児休業制度について

　　(1)就業規則や労働協約に育児休業制度(注1)が規定されていますか。また、利用はどうですか。

※人数については、企業全体ではなく貴事業所単位でお答えください。

男性 人 女性 人 男性 人 女性 人

　　(2)育児休業制度を利用した人の取得日数の内訳を記入してください。

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

　　(3)育児休業者のあった場合に代替要員の配置等についてどのように対応されましたか。(される予定ですか）

　　　該当する番号を選び○で囲んでください。 (複数回答可)

代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）

事業所内の他の部門、または他の事業所から人員を異動させた（させる）

派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未定

　　(4)育児短時間勤務制度等を定めている場合、どのような支援制度がありますか該当する番号を選び○で囲んでください。

勤務時間短縮制度 (複数回答可)

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

経費の援助措置

再雇用制度

所定外労働の免除

転勤・配置転換の際の配慮

職業家庭両立推進者の選任

配偶者の出産休暇制度

子の看護休暇制度（注２）

事業所内託児所

育児休業中の社員に対する賃金・手当等の支給（公的給付を除く）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制度はない

　　(5)　(1)で育児休業制度の規定のないと答えた事業所に伺います。規定のない理由で該当する番号を選び○で

　　　　囲んでください。

育児休業制度を取得するような対象者がいない

規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している

必要性を感じない、またはメリットがない

規定を作る事務手続きに手間がかかる、難しい

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2
3
4
5

3

4

5

2

1

9

(複数回答可)

1

5

6

3

4

14

13

12

11

利用した人数

規定の有無（企業全体で） 制度の利用状況（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

あ　る な　い 利用の対象となった人数

1

2

１４ヶ月以上

1 2
（配偶者出産者数） （本人出産者数）

男性の取得者

女性の取得者

（配偶者出産者数）

10

7

8

（本人出産者数）

取得日数 １ヶ月未満
１ヶ月～

３ヶ月未満
３ヶ月～

６ヶ月未満
６ヶ月～

１２ヶ月未満
１２ヶ月～

１４ヶ月未満

（注１）：「育児休業制度」とは、育児・介護休業法に定められたもので、男女労働者が申し出ることにより、子が１歳（一定の場合には１

歳６か月）に達するまでの間、休業できる制度です。労働基準法で定める産前産後休業とは異なります。

（注２）：「子の看護休暇制度」とは、小学校就

学前の子を養育する労働者が、申し出ること

により、１年に５日まで、２人以上の場合は１

０日まで、病気・けがをした子の看護や子に

予防接種・健康診断を受けさせるために休

暇を取得することができる休暇制度です。事

業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護

休暇の申出を拒むことはできません。
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　　５．介護休業制度について

　　(1)就業規則や労働協約に介護休業制度（注１）が規定されていますか。また、利用はどうですか。

※人数については、企業全体ではなく貴事業所単位でお答えください。

人 人

　　(2)介護休業制度を利用した人の取得日数の内訳を記入してください。

人 人 人

人 人 人

　　(3)介護休業者のあった場合に代替要員の配置等についてどのように対応されましたか。(される予定ですか）

　　　該当する番号を選び○で囲んでください。 (複数回答可)

代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した（する）

事業所内の他の部門、または他の事業所から人員を異動させた（させる）

派遣労働者やアルバイトなどを代替要員として雇用した（する）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未定

　　(4)介護短時間勤務制度等を定めている場合、どのような支援制度がありますか該当する番号を選び○で囲んでください。

勤務時間短縮制度 (複数回答可)

フレックスタイム制度

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

経費の援助措置

再雇用制度

所定外労働の免除

転勤・配置転換の際の配慮

職業家庭両立推進者の選任

介護休業中の社員に対する賃金・手当等の支給（公的給付を除く）

介護休暇制度（注３）の新設

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制度はない

　　(5)　(1)で介護休業制度の規定のないと答えた事業所に伺います。規定のない理由で該当する番号を選び○で

　　　　囲んでください。 (複数回答可)

介護休業制度を取得するような対象者がいない

規定はないが、法律に基づき取得できるようにする、している

必要性を感じない、またはメリットがない

規定を作る事務手続きに手間がかかる、難しい

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）5

3

4

5

4

1

2

2

7

8

６ヶ月以上

3

2

1

男性の取得者

1

取得日数 ９３日(注２）以下
9４日以上
６ヶ月未満

女性の取得者

規定の有無（企業全体で） 制度の利用状況
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

あ　る な　い 利用した人数

男性 女性1 2

12

10

11

9

3

4

5

6

（注１）：「介護休業制度」とは、育児・介護休業法に定

められたもので、介護を必要とする家族を持つ男女労

働者が申し出ることにより、介護を要する状態ごとに１

回の休業ができる制度です。

（注２）：育児・介護休業法では、労働者は通算93日を

限度として、要介護状態にある対象家族1人につき要

介護状態ごとに1回の介護休業をすることができるとさ

れています。

（注３）：「介護休暇制度」とは、要介護状

態にある対象家族の介護その他の世話

を行う労働者は、１年に５日まで、２人以

上の場合は１０日まで、介護その他世

話を行うために休暇を取得することがで

きる休暇制度です。事業主は、業務の

繁忙等を理由に、介護休暇の申出を拒

むことはできません。
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　　６．仕事と生活の調和　【ワーク･ライフ･バランス】　について

　　(1)｢仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)(注1)｣について､該当する番号を１つ選び○で囲んでください｡

(経営者・管理者・人事担当者などどなたがお答えになっても構いません）

1

2

3

　　(2)労働時間等（長時間労働の削減、労働時間短縮など）の課題について、労働者側・使用者側の話し合いの機会(注2)を

設けていますか、該当する番号を１つ選び○で囲んでください。

1 話し合いの機会を設けている （注2)：「話し合いの機会」には、プロジェクトチ

2 話し合いの機会はないが、今後要望があった場合には対応する ームの組織化、労働組合の定期協議の実施、

3 現在、話し合いの機会はなく、今後については検討する 労使懇談会の開催等を含みます。

4 話し合いの機会はなく、今後も対応はしない

5 その他（具体的に )

　　(3)年次有給休暇制度について該当する番号を選び、制度がある場合には平成21年(暦年、会計年度いずれ

か直近の１年間）における実績をご記入ください｡

　　年次有給休暇制度について 　一人当たりの付与日数 　一人当たりの取得日数

(繰越分を含む)

 　正 社 員 1 制度がない 2 制度がある
制度有り

日 日

 非正規社員 1 制度がない 2 制度がある 日 日

非正規社員：1ﾍﾟｰｼﾞの｢事業所の労働者数｣非正規社員 計算の方法：日数(付与または取得)の合計÷当該人数

の人数の最も多いもので記入してください｡ (小数点第2位四捨五入)

　　(4)貴事業所では、どのような特別休暇制度（有給）を導入していますか、該当する番号をすべて選び○で囲んで

　　ください。また、導入されている休暇制度の付与日数及び最近１年間に制度を利用した人数をご記入ください。

 付与日数  利用者数  付与日数  利用者数

1 夏季休暇 日 人 日 人

2 リフレッシュ休暇（一定の勤続年数に達した時に特に付与） 日 人 日 人

3 メモリアル休暇（誕生日や結婚記念日などのアニバーサリーに付与） 日 人 日 人

4 ボランティア休暇 日 人 日 人

5 教育訓練のための休暇（スキルアップのために付与) 日 人 日 人

6 その他（具体的に ） 日 人 日 人

7 特に導入していない （休暇制度がない場合は空欄でかまいません）

　　(5)９月給与締め日前の１週間のうちで､週労働時間が60時間以上の労働者がいますか｡

    　いる場合には､その人数もご記入ください。

1 週労働時間60時間以上の労働者がいる 正社員 人

2 いない 非正規社員 人

正  社  員 非 正 規 社 員

平　成　２１　年　実　績

言葉も内容も知っている

聞いたことはあるが、内容は知らない

言葉も内容も知らない

(新規年度分のみ､繰越分を含まず)

(注1)：「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」とは、誰もが仕事、家庭生活、

地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで

展開できる状態をいいます。内閣府では、平成19年12月に「仕事と生活の調和

(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)憲章」「行動指針」を策定し、平成22年6月29日には政労使トッ

プによる新たな合意が結ばれました。

詳しくは、内閣府ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www8.cao.go.jp/wlb/index.html

を参照してください。
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　　(6)「短時間正社員制度」(注3)｣について､該当する番号を１つ選び○で囲んでください｡

1

2

3

　　(7)短時間正社員制度について該当する番号を選び、制度がある場合には平成21年(暦年、会計年度いずれ

か直近の１年間）における実績をご記入ください｡

　　短時間正社員制度について

1 制度がない 2 制度がある
制度有り

人

　　(8)　(7)で制度があると答えた事業所に伺います。どのような活用がありますか該当する番号を選び○で囲んでください。

(複数回答可)

1 正社員から短時間正社員に一時的に移行する

2 正社員から短時間正社員に恒常的に移行する

3 パートから短時間正社員に恒常的に移行する

4 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　(9)心の健康対策（メンタルヘルスケア）の取組みについて、該当する番号をすべて選び○で囲んでください。

1 THP(注４)による心の健康づくりの実施 (注４):ＴＨＰ(ﾄｰﾀﾙ･ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗﾝ)とは､働く

2 相談（カウンセリング）の実施 人の健康の保持増進に資するため、厚生労働省

3 心の健康に関する調査の実施 が推進しているプラン。

4 定期健康診断における問診
http://www.jisha.or.jp/health/thp1/index.html

5 講習会等による集団研修

6 人事労務担当者、健康管理担当者に対する研修

7 社内報・パンフレット等による啓発

8 スポーツ、レクリエーションの実施

9 その他( )

10 特に実施していない

　　７．労働関係の相談

　  　貴事業所では労使間の事柄について、問題が生じたときや困ったときに行政機関等に相談したことがありますか。

　　　該当する番号を選び○で囲んでください。

1 それはどこに相談されましたか。該当する番号をすべて選び○で囲んでください。

2

　　８．その他（アンケート）

　　(1)貴事業所において、活用したいデータはどのようなものですか、希望するすべての番号を○で囲んでください。

　　(2)今回の労働環境等調査結果をまとめた報告書について、送付を希望しますか。(無料)

平　成　２１　年　実　績

短時間正社員人数

(経営者・管理者・人事担当者などど
なたがお答えになっても構いませ
ん） 言葉も内容も知っている

聞いたことはあるが、内容は知らない

言葉も内容も知らない

高齢者
雇　用

福 利
厚 生

メンタル
ヘルス

ﾜｰｸﾗｲﾌ
ﾊﾞﾗﾝｽ

労働時間・
休暇等

賃金
退職金
制度

非正規
労働者

特になし その他（　　　　　　　）

1 2 3 4 5 6 7 8

あ　る

な　い

＊＊＊＊＊　お忙しい中、御協力ありがとうございました　＊＊＊＊＊

9 10
↓

1 する 2 しない

市町村 社会保険労務士 弁護士 その他（　　　　　　　）労政事務所 労働委員会 労働局・労働基準監督署 ハローワーク

5 6 7 81 2 3 4

(注3)：「短時間正社員制度」とは、フルタイム勤務（長時間労働）の働き方で

はなく、様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を

得られなかった人たちの就業の継続を可能とする勤務形態です。

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活のバランス）を実現するための１つの手

段とともに、企業にとっては、優秀な人材の確保・有効活用を図ることが期

待できます。

詳しくは http://tanjikan.mhlw.go.jp/index.html を参照してください。

- 6-



１　平成２２年　春季賃上げ要求・妥結状況（栃木県労働政策課調べ）

(1)　産業別　要求・妥結状況（加重平均）

額 率 額 率 額 率
（労組） （円） （歳） （年） （円） （％） （円） （％） （円） （％）

１００ 272,732 38.1 15.0 5,118 1.88 3,628 1.33 3,723 1.28

７４ 283,809 39.1 16.6 5,018 1.77 3,783 1.33 2,954 1.02

食料品・たばこ ２ X X X X X X X X X

繊 維 工 業 ２ X X X X X X X X X

木 材 ・ 木 製 品 ３ 251,689 39.2 14.8 4,503 1.79 568 0.23 X X

パ ル プ ・ 紙 １ X X X X X X X X X

化 学 工 業 ９ 221,214 37.8 14.8 5,719 2.59 4,747 2.15 5,054 1.71

ﾌ ﾟ ﾗ ｽ ﾃ ｨ ｯ ｸ ４ 230,515 37.2 12.8 4,390 1.90 2,629 1.14 X X

ゴ ム ・ 皮 革 ５ 292,722 38.5 15.0 5,757 1.97 5,437 1.86 5,513 1.84

窯 業 ・ 土 石 ２ X X X X X X X 2,977 1.10

鉄 鋼 １ X X X X X X X X X

非 鉄 金 属 ２ X X X X X X X 5,019 1.70

金 属 製 品 １ X X X X X X X 2,069 0.81

機 械 器 具 ９ 296,454 40.8 18.7 5,947 2.01 5,292 1.79 5,172 1.73

電 気 機 器 １１ 303,476 41.3 21.1 5,722 1.89 4,394 1.45 2,470 0.82
情 報 通 信 機 器 ２ X X X X X X X 37 0.01

輸送用機器 １９ 280,639 38.3 15.6 3,963 1.41 2,586 0.92 2,241 0.80

そ の 他 １ X X X X X X X 5,301 1.91

２ X X X X X X X X X

２ X X X X X X X X X

１０ 243,612 39.3 10.1 5,492 2.25 2,751 1.13 3,133 1.34

４ 243,229 34.9 12.5 4,910 2.02 2,272 0.93 4,770 1.50

１ X X X X X X X X X

２ X X X X X X X 4,216 1.58

２ X X X X X X X X X

０ - - - - - - - - -

３ 259,577 36.7 13.7 6,820 2.63 5,179 2.00 4,587 1.82
※ 「Ｘ」は集計対象数が少ないため公表できない数値、「－」は数値が皆無または表示できないもの

(2)　企業規模別　要求・妥結状況（単純平均・加重平均）
組合数
（労組） 額(円) 率(%) 額(円) 率(%) 額(円) 率(%)

6,172 2.15 3,705 1.29 3,757 1.26

(4,780) (1.68) (3,562) (1.25) (3,892) (1.29)
5,588 2.15 3,939 1.52 3,588 1.35

(5,422) (2.03) (3,882) (1.45) (3,480) (1.33)
6,900 3.02 3,623 1.59 2,759 1.13

(5,926) (2.58) (3,241) (1.41) (2,778) (1.14)
6,306 2.50 3,744 1.48 3,306 1.24

(5,118) (1.88) (3,628) (1.33) (3,723) (1.28)
※　（　）内は加重平均

(229,504)

３ ０ ０ ～ ９ ９ ９ 人 32

252,705

(284,787)

228,455

(272,732)
企 業 規 模 計

３ ０ ０ 人 未 満 44

100

259,877
(267,016)

賃金  （円）

企 業 規 模

287,599

（ 従 業 員 数 ）

１ ， ０ ０ ０ 人 以 上 24

平均年
齢

平均勤
続年数

要 求 妥 結 (参考)平成21年妥結妥結前平均

卸売業、小売業

金融業、保険業、不動産業

学術研究、専門・技術サービス

平　成　22　年

宿泊業、飲食サービス業・娯楽業

平成21年

要　　求 妥　　結
集計

組合数
妥結前

平均賃金

教育、学習支援業、医療、福祉

複合サービス事業、サービス業

妥　　結

全 産 業 平 均

製造業

建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業

産　　業

運 輸 業 、 郵 便 業



２　平成２２年　夏季一時金要求・妥結状況（栃木県労働政策課調べ）

(1)　産業別　要求・妥結状況（加重平均）

額 月数 額 月数 額 月数
（労組） （円） （歳） （年） （円） （月） （円） （月） （円） （月）

121 277,907 38.1 15.3 632,880 2.28 526,287 1.89 565,252 1.93

83 290,534 39.3 17.0 657,362 2.26 577,701 1.99 567,052 1.95

食料品・たばこ 3 290,967 40.8 17.1 628,505 2.16 462,009 1.59 444,110 1.80

繊維工業 2 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 471,851 1.83

木材・木製品 2 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ X X

パルプ・紙 2 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 677,136 2.38

化学工業 7 298,670 37.5 14.7 731,421 2.45 634,988 2.13 619,590 2.11

プラスチック 4 231,848 37.1 12.6 464,674 2.00 407,289 1.76 422,359 1.32

ゴム・皮革 6 293,192 38.9 16.3 704,975 2.40 677,414 2.31 647,283 2.14

窯業・土石 3 276,847 37.0 13.7 675,725 2.44 664,477 2.40 X X

鉄鋼業 1 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 866,277 3.54

非鉄金属 4 304,731 41.7 20.1 670,505 2.20 554,713 1.82 583,934 1.93

金属製品 4 243,817 37.2 13.1 409,456 1.68 326,071 1.34 207,149 0.87

機械器具 10 285,523 38.8 15.9 464,594 1.63 398,010 1.39 408,024 1.44

電気機器 10 316,829 41.2 20.4 727,559 2.30 633,283 2.00 627,428 2.04

情報通信機器 1 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ X X

輸送用機器 23 277,529 38.0 15.4 629,751 2.27 546,458 1.97 535,068 1.88

その他の製造 1 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ 532,549 1.83

2 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ X X

2 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ X X

12 246,624 41.3 10.2 595,893 2.42 395,660 1.60 259,746 1.09

7 254,593 35.4 13.5 518,798 2.04 351,058 1.38 598,448 1.92

3 280,013 32.2 9.6 601,437 2.15 593,050 2.12 X X

4 234,572 33.3 9.9 633,417 2.70 565,879 2.41 589,975 2.32

1 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ X X

0 - - - - - - - - -

7 263,745 36.8 14.1 552,291 2.09 506,972 1.92 496,910 1.88
※ 「Ｘ」は集計対象数が少ないため公表できない数値、「－」は数値が皆無または表示できないもの

(2)　企業規模別　要求・妥結状況(単純平均・加重平均)
組合数
（労組） 額(円) 月数 額(円) 月数 額(円) 月数

667,653 2.32 568,026 1.97 579,254 1.99
(671,979) (2.34) (568,738) (1.98) (617,083) (2.02)
595,082 2.22 502,259 1.88 518,471 1.90

(585,356) (2.13) (484,755) (1.77) (471,910) (1.77)
531,254 2.26 374,681 1.59 404,417 1.61

(504,460) (2.17) (363,527) (1.56) (375,297) (1.53)
589,843 2.27 467,543 1.80 482,016 1.80

(632,880) (2.28) (526,287) (1.89) (565,252) (1.93)
※　（　）は加重平均

企 業 規 模 計

３ ０ ０ 人 未 満

平成２１年

要求 妥結 妥結

要 求 妥 結 (参考)平成21年妥結

卸売業、小売業

集計
労組数

妥結前
平均賃金

平均
年齢

平均
勤続
年数

平成２２年

産　　業

全産業平均

製造業

建設業

電気・ガス業・水道業

運輸業、郵便業

259,820

金融業、保険業、不動産業

学術研究、専門・技術サービス

宿泊業、飲食サービス、娯楽業

教育、学習支援業、医療、福祉

複合サービス業、サービス業

賃金  （円）

企 業 規 模

(277,907)

32

52

121

287,760
(286,646)

妥結前平均

（ 従 業 員 数 ）

267,819
(274,493)
235,017

(232,497)

37

３ ０ ０ ～ ９ ９ ９ 人

１ ， ０ ０ ０ 人 以 上



３　平成22年　年末一時金要求・妥結状況（栃木県労働政策課調べ）

(1)　産業別　要求・妥結状況（加重平均）

額 月数 額 月数 額 月数
（労組） （円） （歳） （年） （円） （月） （円） （月） （円） （月）

125 282,771 38.4 15.7 652,184 2.31 567,901 2.01 580,660 1.97

87 300,985 39.5 17.4 684,609 2.28 625,764 2.08 586,052 2.00

食料品・たばこ 3 289,758 40.5 16.7 539,713 1.86 484,631 1.67 856,649 2.71

繊維工業 2 X X X X X X X X X

木材・木製品 2 X X X X X X X 463,859 1.83

パルプ・紙 2 X X X X X X X 617,700 2.19

化学工業 8 296,451 37.5 14.6 739,857 2.50 677,270 2.28 599,016 2.11

プラスチック 4 228,882 36.9 12.6 437,665 1.91 384,406 1.68 410,603 1.75

ゴム・皮革 6 292,638 38.8 16.1 703,402 2.40 682,063 2.33 665,239 2.22

窯業・土石 3 276,940 37.0 13.8 670,671 2.47 666,686 2.41 562,392 2.13

鉄鋼業 1 X X X X X X X 866,277 3.54

非鉄金属 4 305,795 41.4 19.9 699,281 2.30 603,955 1.98 579,959 1.94

金属製品 4 239,293 37.4 13.3 457,687 1.91 371,533 1.55 249,319 1.02

機械器具 9 286,332 38.8 16.1 484,037 1.74 398,601 1.39 430,418 1.51

電気機器 12 312,855 41.0 20.4 718,769 2.30 631,254 2.02 575,856 1.87

情報通信機器 1 X X X X X X X X X

輸送用機器 25 306,163 39.1 16.8 696,063 2.27 646,522 2.11 508,222 1.76

その他の製造 1 X X X X X X X 619,002 2.18

2 X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X

11 198,028 41.9 10.3 619,342 3.13 447,763 2.26 270,504 1.16

9 248,193 34.8 13.0 456,115 1.84 333,035 1.34 590,402 1.89

3 276,533 32.4 9.7 667,301 2.41 656,277 2.37 578,590 2.08

4 229,080 33.4 10.0 633,313 2.76 565,676 2.47 632,834 2.40

3 277,448 31.0 8.6 684,665 2.47 211,798 0.76 X X

0 - - - - - - - X X

4 255,062 36.0 13.2 714,785 2.80 603,693 2.37 752,364 2.75
※ 「Ｘ」は集計対象数が少ないため公表できない数値、「－」は数値が皆無または表示できないもの

(2)　企業規模別　要求・妥結状況（単純平均・加重平均）
組合数

（労組） 額(円) 月数 額(円) 月数 額(円) 月数

681,364 2.38 595,057 2.08 588,967 1.98
(697,316) (2.36) (622,701) (2.11) (624,004) (2.03)
591,298 2.27 498,079 1.91 527,872 1.93
(573,395) (2.17) (474,061) (1.79) (518,099) (1.93)
546,055 2.33 402,614 1.69 408,658 1.64
(523,339) (2.26) (395,507) (1.70) (387,467) (1.57)
601,070 2.33 493,193 1.89 484,465 1.81
(652,184) (2.31) (567,901) (2.01) (580,660) (1.97)

※　（　）内は加重平均

( 参 考 ) 平 成 21 妥 結妥結前平均
賃金  （円）（ 従 業 員 数 ）

125

３ ０ ０ 人 未 満

286,198
(295,344)
261,053

企 業 規 模

卸売業、小売業

３ ０ ０ ～ ９ ９ ９ 人
(264,531)

１ ， ０ ０ ０ 人 以 上

要 求 妥 結

38

42

平均
勤続
年数

平成２２年

産　　業

建設業

電気・ガス業・水道業

運輸業、郵便業

平成２１年

要求 妥結 妥結

全産業平均

238,371

製造業

集計
労組数

妥結前
平均賃金

平均
年齢

260,532
(282,771)

金融業、保険業、不動産業

学術研究、専門・技術サービス

宿泊業、飲食サービス、娯楽業

教育、学習支援業、医療、福祉

複合サービス業、サービス業

企 業 規 模 計

45
(232,472)
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